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開 会 午前 ９時００分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（谷口雅人）  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、２番、仲井茎議員、３

番、西尾寿樹議員を指名します。 

 

日程第２．一般質問 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２、一般質問を行います。 

  質問者は、お手元に配付しているとおりです。 

  なお、一般質問は、会議規則第６１条第４項の規定により、一問一答方式にて
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行い、質問、答弁を合わせて４０分以内とします。 

  それでは、受付順に、これより順次行います。 

  初めに、安道泰治議員の質問を許します。 

  １１番、安道泰治議員。 

○１１番（安道泰治）  おはようございます。我々議員の任期も来月７月２９日

までとなり、任期中最後の一般質問となります。傍聴席の皆様には、いつもいつ

も傍聴に来ていただく常連の方々を含めて、厚くお礼申し上げたいと思います。

また、新たな期になりましても、引き続き傍聴のほうをよろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、議長の許可をいただきましたので、通告に従って質問を行います。 

  １つ目の質問ですが、農業振興対策について質問を行います。 

  農業は、担い手の高齢化や遊休農地の拡大、令和の米騒動と言われて以来、価

格も高止まりで推移している状態でしたが、６月１日より、政府備蓄米が２，０

００円前後で販売、流通しています。 

  しかしながら、地方に回ってくるのは、いつ頃になるのかなと考える日々でご

ざいますが、本町において水稲栽培が１０年後どうなっているのか、水稲、野菜

の栽培が行われているのか、畑、水田など農用地の受け手が決まっているのかな

ど議論を深め、見直していく必要がある中で、今年３月末までの策定期間を目が

け、全国１，６１３市町村、１万８，６３３地区で地域計画が策定されておりま

す。 

  本町でも、山村再生課、農業委員会や県、そして、関係機関の努力によって地

域計画が策定されております。今後どのようにそれを進めていくのか、町長の所

見をお伺いいたします。 

  なお、以下の質問は質問席で行います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  安道議員の地域計画の進捗ということについての質問であ

ります。 

  本町では、昨年度までに農地利用の現状や１０年後の姿を可視化した地域計画、

これを町内全域６５地区で策定したところであります。この地域計画の策定を通

じて、各地域の実情や課題が浮き彫りとなったほか、本町の特徴の一つである集

落単位で話合いができたと、こういったことは、これからの農業振興対策を考え
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る上で、確実に大きな一歩を踏み出したものだというふうに思っております。 

  この地域計画は、策定して終わる、こういうものではなくて、誰が、どの農地

で、何を作るか、先ほども議員の質問の中にありましたけど、１０年という目標

値を立てながら、適宜見直しを行うというプロセスは極めて重要であろうという

ふうに思います。今後も計画の精査や実現に向けた話合いを継続すべきであろう

というふうに認識しているところであります。 

  地域との話合いに先立って、５月３０日に農業委員会、県、ＪＡ、担い手育成

機構などの関係機関で構成される人・農地問題解決に向けた推進チーム会議を開

催しました。 

  また、農業・農村環境の在り方を各地域が主体となって考えていくように、今

月から地区座談会を開催する計画としておりまして、地域課題の解決や地域ブラ

ンドの創出など、さらに一歩を踏み込んだ議論を行っていきたいというふうに考

えております。 

  なお、この計画を立ててまだ２か月余りですので、具体的な方向というものは

見いだしていないですけれども、先ほど申しましたように、これから、この智頭

町の地域計画の実態を推進していくということになるんじゃないかというふうに

思っています。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  町長のほうから、これから始めていくんだよということ

で我々もいただいておりますけれども、６月１７日から始まる、農業・農村を考

える会ということで、地区座談会を行っていく中で、これからの一つ一つを進め

ていくんだよというような答弁だったと思います。 

  昨年行った座談会の中で、各地区いろんな場所によって、やり方とか困ってい

ることとかいろいろ出てきたんで、それを策定しているんだよということだとい

うふうに思います。私も、１７日から始まる座談会、この中で、もっと専門的な

ことをやっていくんだよというふうなことをやっていただきたいなと思うところ

ですけども、徐々にやっていくというような、町長の答弁いただいておりますの

で、これから先も農業者主体の会、いろんな世話人さんとか、いろいろ出て座談

会をやっていただいておる中で、やっぱりそういう農業者のやっている方々の主

体の会とか、作業受託を活用し、維持する組織をもっともっとつくっていただき

たいと思うところですけども、そういう専門的といいますか、そういう機関をつ
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くっていって、前に進めていくというようなこともお考えの中にあるのかどうか、

ちょっとその辺をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  先ほどの答弁の中でも言いました、誰が、どの農地で、何

を作るか、これは先ほど申し上げました６５地区でみんな一緒じゃないわけです。

ほぼ違うんではないかというふうに思っています。年代も違えば、農地の形状も

違う、それから気候等々違うということがありますんで、それぞれの地区に応じ

たやり方、考え方、それから、できる作物、そういったものも地域の方々と、こ

れまでのやり方が全部正しいのかということも含めて、やっぱり話し合っていく

べきなんではないかと。それが、今日、明日の話じゃなくて、向こう１０年間と

いうものをにらんだやり方になっていくんではないかというふうに思います。 

  ただ、そのときに必ず専門家の意見を聞かなければならないということではな

いんですけども、今までのそういう経験から来た中で、それを理解しておられる

ところはそれはそれでいいんでしょうけども、新たな作物等というようなことを

考えられる場合には、やっぱりそういった方々の意見も聞くべきではないのかな

というふうには思います。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  今の答弁で、地域計画の中では、担い手ごとに耕作エリ

アとか農地の性質や条件、土づくりとか、いろいろ地権者との関係もあったりす

るので、そういうことも含めた中で前向きに進めていくということだったように

思います。ぜひとも、今一生懸命回って、座談会も私は昔に比べて、すごいレベ

ルの高い位置で進んでいっていると思いますので、ますます頑張っていただきた

いなと思うところであります。 

  次に、林業に関しては、複業協同組合が数年前から連携して事業が行われてい

て、ある程度の成果が上がっているというふうに私は思います。そして、昨年だ

ったと思いますけども、農業での連携が模索されていたというふうに認識してお

りますけども、その辺りについての進捗をちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  この３月の定例会の中でも、これまで林業をずっとやって

きた複業協同組合が農業との話合いをやっていきたいということで、農業委員会
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の会長等とも、いわゆる交流をされたということの説明をさせてもらいました。 

  そういった中で、この４月以降、複業協同組合の中で、２名の方が農業のほう

にちょっと手をかけておられるというようなことの情報が入ってきました。いわ

ゆる試行的にということなのかも分かりませんけども、やっておられます。これ

まで、ふた月経過した段階ではありますけども、いわゆる農業をお願いしておら

れる、農業をやっておられる方の意見としましては、効率的に作業ができるよう

になったとか、即戦力として期待できるなど、その農家からは好評の声を聞いて

おるところでありますけども、ただ、天候に左右されて、計画的な派遣が難しい

場合があるというようなことがあります。そして、運用面での課題もそれぞれ見

えてきた中で、これらの課題をはじめとして、複業協同組合のそういった人材の

育成を図るためにも、これからも、当然、複業協同組合を主体にしてですけども、

農家とまちとの中で、定期的なやっぱり横のつながりといいますか、意見交換と

いいますか、そういったことを継続してやっていかなきゃいけないのかなという

ふうに思っています。 

  ですので、農業分野でのそういう派遣の定着なり確立をやっぱり視野に入れて、

これからも持続した協議をやっていきたいというふうに思っております。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  農家からは好評の声が聞こえているということです。先

ほど申し上げたとおり、うちは策定しているんですけども、農水省の調査で策定

が間に合わなかった地区というものが１，３５０地区ありまして、計画の見直し

を７月までにやりなさいよということが出ております。そして、そこで分析、検

証し、今後、必要な制度や予算を検討するとあります。やっていないところがこ

れだけある中で、やっぱり本町としては、きちっとやってあるということは、私

はすごいなと。ようやりんさったなと。連携を取ってやりんさったなと思うとこ

ろでございます。 

  また、先ほど言われましたように、複業協同組合、これも２名の方が行ってい

るんだよということで、成果を上げているということでございましたので、これ

からますますそれを進めていっていただきたいと思います。そこに地域おこし協

力隊に来ていただいて、農業部門にそこも入れていくというようなことも、これ

からは総務省のほうでも農業に力を入れていくので、そういうことも考えている

んだよというようなこともちょっと聞いておりますので、そういうことも含めた
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中で、地域おこし協力隊、これも併せて活用していくというような考えは町長ご

ざいますか、どうでしょう。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  先ほど言いました２つの農業をやっている方々のところに

２人が今行っているんだと。ただ、これがたまたま今２つのところで２人だとい

うことなんですけども、たくさん来てくれよと言われて、すぐすぐ対応できるか

ということもあります。ですので、そういった中で、複業協同組合が全てではな

いんだけども、そういった方を、もし不況でなくても、そういう人がいれば、や

っぱりそこに行ってもらうということも一つの方策なんだというふうに思います。 

  ただ、それを見越していないのにもかかわらず、それを見越して、初めから地

域おこし協力隊をということにはなりませんので、そういう状況を見ながら、や

っぱり対応していくべきかなというふうには思います。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  そういうことも含めた中で考えていただいて、担い手の

不足というのは、これもう見えていることなので、ぜひともいろんな手を使って

いただいて、そこをやっていただくというふうなことをお願いしたいと思います。 

  私、米について、米を使ったふるさと納税ということを３番目に挙げておるん

ですけども、米を使ったふるさと納税、魅力が特に昨年頃から全国的にこれ回し

ておりまして、需要が供給を大幅に上回って、どこの自治体も受付を中止してい

るという現状です。本町でも同様に受付を中止しておりますけれども、今、返礼

として米を受付といいますか、予約できれば、智頭町にとって、いまだかつてな

いふるさと納税額というものが見えると考えますけども、こういうことを踏まえ

た中で、ふるさと納税については、同僚議員が後から質問があるようですので、

私は、この米に特化したことで、ちょっと難しいかもわかりませんけど、町長、

これはどのように考えておられるのか、これは使っていくほうがいいんじゃない

かなとか、その辺りちょっとお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  今の米の不足等々で、このふるさと納税の米をというよう

なことは、実際すぐすぐ、これまでの単価での米が手に入らなくなったから、ふ

るさと納税に頼っているという部分がかなりあるんではないかというふうには思

います。いろんな状況の中で、すぐすぐふるさと納税で米をと言われるかもわか
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りませんけども、実際、米はかなりよその自治体なんかでは、ふるさと納税の返

礼品に米を使っているところというのは結構あるわけです。 

  ちなみに隣の西粟倉なんかは、一億数千万円の中の４割は米なんだというよう

なことのようです。ただそれは、前もって、ある程度きちんとした中で、農家の

方々にこれだけの米を作ってね。ただ、余っても、足りてもということじゃない

ですけども、余っても、きちんとそれはある程度の価格で買えますよと。やっぱ

りそういったことの安心感を農家の方に与えて、じゃあ作ればいいんだなという、

やっぱりそこが必要なんだというふうに思います。ただ単に、ふるさと納税の返

礼品にするから、さあ作れと言われても、各農家は、計画を持って、今回、田植

をしているわけです。ですので、それをするためには、誰がその数量を把握して、

どこの、どういった田んぼに作ってもらうための発注を計画してとか、そういっ

たことは必ず必要になってくるわけです。そうすると、そういった組織だった形

をつくるのに、それは１年、２年ではできないというふうには思っています。 

  ですので、こういう状況の中で、今回、田んぼの中では、大体、智頭町が２２

０町歩程度ですか、稲を作っているのが。そういった中で、本当は２２０町歩の

割当てがあっても２１０町歩ぐらいしか令和６年度は作っていないわけです。作

れていないのかな。やっぱりそういったところの中で、じゃあ、これで売れると

なったときに、さあ作れるかといったら、作る人がさっきの話で担い手がいない

よということになってくると、そう簡単にはできないのじゃないかなと。それと、

やっぱりそういった下地はいる。人間、田んぼ、それから流通の確立、こういっ

たものが必ずいるんであって、すぐすぐ、じゃあ返礼品として米を出すからとい

うことにはならないのかなと。今、智頭町の銘柄といいますのは、源流育ちとい

うのを中嶋米穀にお願いしてやってもらっているというのが現状です。 

  ただ、そういったことになると、やっぱり智頭独自のブランド名とかパッケー

ジングとか、そういったことも考えていくべきなのかなと思ってみたりすると、

しばらくその体制をつくるのにかかるんではないかというような思いはしており

ます。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  町長のおっしゃるとおりです。安心感がないと誰も作ら

ないし、前には進んでいかないというふうに思います。１年、２年でできるもの

ではないということでございました。中嶋米穀の名前が出ましたから、そこから
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買い取って、２者の団体が２キロ１万円と、２キロ５，０００円で売っていると

いうようなこともありまして、これは計算するとすごい金額になるんだなという

ふうに思いますけども、数量が足らずに、本町ですから、５００キロぐらいが１

年間に出ているというようなことでございました。 

  今年の智頭町農業再生会議、町長はもちろん会長ですからご存じだと思います

けど、令和元年から令和６年まで、この間に着実にという言葉を使っていいのか

どうかわかりませんけども、５年間で２８ヘクタール、これが水稲の水張り面積

というのが着実に減ってきております。しかしながら、今年の予定を調べに行っ

てまいりましたら、６ヘクタール、初めて増えていると。これ要因は何だろうか

と私も考えるわけですけども、いいほうに考えれば、米の値段がいいから作って

いこうとか、そういうこともあるのかなと思うところであります。 

  やっぱり米の販売、今から手がけていかんと、先ほど町長言われたように、１

年も２年もかかると思います。今年やっても、２年後でも、来年でもできれば、

私はやっぱり前に進んでいって、これ町がするというのは、ちょっと無理なので、

ほかの団体をつくって、私の思いを述べさせていただくと、各地区で２トンとか

把握してもらって、これだけ水張り面積が増えていたら、どこかに要因があるの

で、実は、今日１３日の夜にも、私、いざなぎ振興協議会のほうで、米の販売に

ついてというのがあるので来てくれということで呼ばれているんです。そういう

中でも、これは多分、摂津に行って、いつも売っていく、これについての米をど

れだけ出してくれというのが多分いると思うので、その辺りで、これから先はこ

ういうこともあるので、智頭町のふるさと納税として、智頭で取れたおいしいお

米を使っていこうやということで、どのぐらいの人が出せるのかなというような

ことも検討していけば、そのまま一歩進む状態なのかなと思っておりますけども、

やはりこれは、まず使っていこうと思うとか、あんまりほかでもいいのかなとか、

これは首長の町長の考えだと思うので、その辺りについて町長はどのように考え

ていらっしゃるのか、お聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  今、地区振でというような話もありましたけども、実際、

まちがさあというときに地区振でということではなくて、やっぱりまちの一つの

大きな組織をつくるべきなんではないかなというふうに思っています。 

  先ほど、昨年に比べて、今年の作付が６町歩増えているよと。これは推測です
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けども、米はないかい、一袋でええけとかいうようなことが、多分、昨年の秋頃

からずっと続いてきているんではないかと思います。そういった中で、各農家も、

じゃあちょっと、じゃあちょっとということで、少しずつの体制が６町歩だとい

うふうに思っています。ですので、これがそのまんまふるさと納税に使えるかと

いったら、多分そうじゃないんだと思います。ですから、その辺のところも踏ま

えてやっていきたいなというふうに思いますし、令和６年度は５００キロだとい

うことです。反当が４０キロとして、１町歩ちょっとです。それだけしか今のと

ころ出ていないというのも現実なんです。ですから、そういったことも踏まえた

中で、まちとして、どれだけことができるのかということもある程度考えながら、

組織づくりをするのかしないのかということも見据えてやっていきたいなという

ふうには思います。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  農地の形状とか、いろいろ取れ高とか、レベルが新潟と

かに比べたら低いかもわかりませんけども、やっぱり町長は智頭町全体で考えて

いくんだよと言われましたけど、その一歩として、地区ごとでも那岐に特化する

わけじゃありませんけども、抑えていって、こういう販売方法で、こんだけはう

ちでも準備ができるんだよとか、先ほどおっしゃったように、友達に頼まれても、

自分ちの食べる米がなくなるほど出してしまっとって、今ないので、ちょっと売

ってもらえんだろうかというような農家の状態というのも把握しているところで

すけども、やはりそういうことも考えながら、ＪＡさんには申し訳ないですが、

ふるさと納税のためだけといって、そこに出す分を回してもらうとか、そういう

ことも私は考えていったらいいのかなというふうに思っていますので、ぜひ検討

していただくようにお願いするしかないので、もう時間があまりないので、一番

最後の質問に入らせていただきたいと思います。ぜひともそこのところは検討の

ほうよろしくお願いしますしか言いません。あんまりここでよろしくお願いしま

すはいけんのですけども。 

  それでは、私の最後の質問に入ります。 

  昨年、那岐地区において耐震診断が行われております。その結果と今後の進捗

を町長にお聞きしたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  耐震診断の結果ということであります。それから、その後
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の進捗、先ほど言いましたように、令和６年度のいわゆる説明会を那岐地区を４

５件戸別訪問やったところであります。それで、その中で４件耐震診断を行って、

那岐地区では１件ということでありました。やっぱりこの辺のところを考えて、

皆さんがやはり耐震化、それから耐震診断はどんなもんだとか、そういった意向

というものが結構高まってきているんではないかなというふうには思います。 

  そして、今年度はまた山郷地区でしたか、そういったものをやっていこうとい

うふうな中でありますけども、やっぱり昨年の４件の中でも、耐震化は必要ない

よという家もあるわけです。実際、自分の家が大丈夫だなと思えば、そうであろ

うし、それで耐震化の診断はしたけど、結局、耐震化すれば補助があると言いな

がら、やっぱり費用がかかるといったこともありますし、その辺のところもある

んではないかというふうな思いはあります。 

  実際、昨年度の診断の結果を踏まえた上でも、先ほども言いましたように、今

年度のやっぱりそういったことも戸別訪問をやっていって、少しでも皆さんの認

識が新たになったり、それに興味を持ってもらったり、じゃあ、今うちの家はど

んな状況で、どういうことをすればいいのか、しばらくは大丈夫なのか、そうい

ったこともやっぱりそれぞれ思いを持ってもらうというのは大事なことだと思い

ますので、これからも継続したやり方を持っていきたいというふうに思っていま

す。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  那岐地区が終わって、件数をしっかりと教えていただき

ました。これから先、そこに着手していって、いかにそこを改装していくのか、

それにつなげていくことも大事だと思いますし、また那岐地区、山郷地区という

順番があるようですけれども、それだけじゃなく、町内の防災・減災の意識レベ

ルの高い方は申し込まれてくる方もいらっしゃるので、そういうところの地区に

こだわらずに、私はそういうところはしてあげて、本当にしてほしいんだよとい

う意向があるところをまず回していく、いろいろ山郷地区に今してあって、そこ

でしていくんだよ。全部に募集してもなかなかないと思うので、言われている意

味はよく分かります。しかしながら、この意識レベルの高い方というのは、ぜひ

うちでしてなというな申込みがあったら、ぜひそういうふうにやっていただきた

いなと思うところですが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 
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○町長（金兒英夫）  既に何件か受けているようですので、そういった方々につ

いては、やっぱり窓口はきちんとあげておりますので、相談には乗らせていただ

きたいというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  耐震診断、もう通告時間も終わりそうなので、特に高い

危険度があったところなんかは強くプッシュしていくのかな、どうするのかなと

かいろいろ聞くことはありましたけども、前向きに、先ほど言われたように、町

長言われたように、何件か重点地区といいますか、そこから外れたとこからも、

そういうことが出ているんだよというようなこともお聞きしましたので、その辺

は前向きに進めていただきたいとお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 

○議長（谷口雅人）  以上で、安道泰治議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前 ９時２９分 

再 開 午前 ９時３５分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、大河原昭洋議員の質問を許します。 

  １０番、大河原昭洋議員。 

○１０番（大河原昭洋）  通告に従いまして、大きく分けて２つの項目について、

順次質問をいたします。 

  初めに、持続可能性の高いまちづくりについてであります。 

  ２０１５年に初めて策定された第１期智頭町総合戦略で示された人口ビジョン

によりますと、２０４０年の人口目標を５，０００人と設定しています。その後、

２０２０年策定の第２期総合戦略並びに２０２４年９月の改訂版ともに、人口ビ

ジョンの目標人口５，０００人は継続目標とされています。これは、合計特殊出

生率、社会増減、Ｕターン施策、移住施策のそれぞれの目標値を達成した場合に

可能となる目標とされていますが、現在、本町の人口は約６，０００人であり、

１５年後の２０４０年の人口目標５，０００人維持は、過去１０年間の減少数を

見ても、かなり厳しいと言わざるを得ません。 

  しかし、このような中にあっても、人口減少に歯止めをかける施策は継続して

積極的に行わなければなりませんが、一方で、本町の実態を十分認識した上で、

持続可能性の高いまちづくりを考えることも併せて必要であると思っています。 
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  ここからが質問になりますが、人口が減少し、少子高齢化が進む中、予算や公

共施設の規模を縮小するスマートシュリンク（賢く縮む）という考え方がありま

す。本町では、公共施設等総合管理計画が２０１５年に策定され、２０２２年に

改訂版も示されていますが、持続可能性の高いまちづくりに向けてどのように考

えているのか、町長の所見を伺います。 

  以下は質問席にて行いますが、私、平成２５年の初当選以来、議員になって３

期１２年が経過します。定例会が年４回ありますので、議長を務めていた２年間

を除き、１０年間で今回の一般質問は、節目の４０回目になるかと思います。こ

れで最後になるかもしれませんので、執行部の皆さんからは、温かみのある丁寧

な答弁をぜひとも期待をさせていただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  大河原議員の質問にお答えします。 

  これまで、私、冷たい答弁をした覚えはないんで、これまでと同じ答弁の仕方

になるとは思いますけども、まず予算については、人口減少、それから少子高齢

化が進むことによりまして、まちの歳入が減少することが予想されますので、予

算編成には、それぞれ予算編成する年度の時期には、歳入に見合った歳出が基本

であることを念頭に、経費の精査や事業の統廃合などを徹底して事業を見直すな

ど、無駄を排除して適正化に努めなさいということを編成方針の基本として職員

にも通達し、その結果で予算編成をしてきているところであります。 

  また、公共施設についてですけども、本町の施設は、その多くが同じような時

期に建設しておりまして、３０年以上経過し、老朽化している施設も増えている

ことから、修繕・改修等の時期が集中して、コストが増大することが課題である

んではないかなというふうな思いを持っております。 

  公共施設は、本来、住民の方々に公共サービスを提供するためのツールであり

まして、適切に利用されて、初めてその効果を発揮するために、社会経済状況、

それから時間の経過によって変化する住民ニーズ等を的確に捉えまして、最小の

コストで最大限の効果、いわゆる有効利用されるような対応ができることが重要

というふうに考えております。そのためには、今議員が言われましたような規模

の縮小等々、それから用途・機能の転用、それから複合化、更新、そして廃止、

こういったことも総合に検討していく必要があるんではないかなというふうには

考えております。 
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○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  建設が集中したという、そういう高度成長期というこ

とであろうと思いますし、３０年以上経過した施設が数多くあって、これがいろ

いろ行政コストの面でかなり厳しくなってくるというふうなことであります。認

識としては共有できているなというふうには思います。 

  しかしながら、今ある公共施設をやっぱり残してほしいねというふうな思いと

いうのは、これは町民誰しもが思うことであろうと思いますが、人口減少下にお

いて、必要な施設をやはり維持するためにも、先ほど町長の答弁にもありました

ように、選択と集中というものが必要になってくるのではないかなと。そういう

時期が必ず、もう既に近づいてきているなというふうには思っております。その

ときになって、さあ、この施設を統廃合とか、この施設をもう廃止とかというふ

うなことにならないためにも、そういった慌てないためにも、町民のやはり理解

というものが、これは十分必要になってくると思いますが、この辺りについて、

町長の見解を少し聞かせていただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  現在、まちが保有している公共施設は、そんなに有機施設

がたくさんあるということではないんだろうと思って、ほとんどの施設がある程

度利用されているんじゃないかと思います。 

  先ほど、議員言われますように、今後は、複合化とか廃止をお願いすることが

あるかもしれません。そういった場合には、関係地域をはじめとした皆さんへも

説明を行い、理解をお願いするということになるかもわかりません。 

  ただ智頭町では、保育園の統合、それから小学校の統合、そして、公民館がほ

かのいわゆる小学校に移行するところとか、いろいろこれまで経験があります。

そういった中で、ある程度そういった流れの中にあるんだろうということを住民

の皆様も理解していただいているんじゃないかなというふうに思います。ただ、

そういったときには、また改めてお願いすることになるんではないかというふう

には思っているところです。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  今までの本町のそういった統廃合とか、そういったこ

とに関しては、それはそれなりに住民さんも理解をしていただいたし、執行部の

ほうも、それなりのプロセスというか、そういったことの経験値もあるというふ
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うなことであろうかと思いますけども、やはり十分に住民さんといろいろと話合

いをしながら、現状もお伝えしながら、将来はやっぱりこういうふうな形も考え

ていかなければならないというふうなことも、徐々に徐々にやはり理解していた

だくというふうな方法が必要であろうかなというふうに思っております。 

  先ほど言いましたように、スマートシュリンク、いわゆる持続可能なまちづく

り、これは住民の幸福を損なわないように、人口減少を前提とした適応策を検討

していくことであります。よって、悲観することなく前向きに、やはり順序立て

て、住民さんの前にも出ていって説明をしていきながら、智頭町全体がやはり意

識改革を進めていくことを期待して、関連して、次の質問に移らせていただきた

いと思います。 

  （２）番であります。 

  本町の最上位計画である第７次智頭町総合計画の終期は令和８年度までとなっ

ています。次期総合計画の策定には、町民参加型のワークショップの開催も必要

と思いますが、今後の進め方をどのように考えているのか、町長の所見を伺いま

す。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  来年度末で一区切りを迎える第７次総合計画ですけども、

次期計画の策定に向けては、この４月に役場内での各課長補佐を中心に編成され

るワーキンググループを立ち上げて、今後の進め方について、協議・検討を始め

たところであります。 

  そこで、住民参加型のワークショップ開催の必要性、そして、今後の進め方に

ついての質問ということになるんだろうと思いますけども、まずは、今年度、立

地適正化計画及び都市計画マスタープラン策定のため、実施を予定しているまち

づくりのアンケート、昨日、少し担当課長が説明しましたけども、このアンケー

トを実施する中で、地域の課題やニーズ、そして、各施策に対する満足度や意見

を把握していきたいというふうに考えておるところです。 

  また、各施策に関係する団体や機関などには、所管課からのヒアリングや意見

交換で必要な情報などを収集し、そして、計画に反映するとともに、策定済みの

各種計画との整合性を図るというふうに思っておるところです。 

  なお、時期や方法については、これからまた検討していくことになりますけど

も、これらのデータや情報がまとまった後に、住民の方々を踏まえたワークショ
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ップを開催していけたらというふうに思っているところです。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  町長の答弁の中で、住民ワークショップの開催を考え

ているということであります。そうですかというふうに終わりたいところではあ

りますが、５月の総務常任委員会の中で、企画課長から住民ワークショップを検

討しているという趣旨の説明をいただいております。実は、その数日前に、この

一般質問の通告書を提出しておりましたので、ある意味、執行部の皆様方と私と

が思いが一致してるというか、以心伝心だというふうなところもありますので、

しかしながら、その中身につきましては、もう少しちょっと確認をさせていただ

きたいというふうに思っております。 

  一般的なワークショップということになりますと、参加者がそれぞれの何グル

ープかに分かれてアイデアを出し合ったりとか、そういったものだというふうに

認識しておりますが、言わば、そういうふうな方向で現時点では考えているとい

うことでよろしいですか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  現時点では、こういうやり方をしようということはまだ決

定していないんですけども、やっぱりそれなりに一堂に会してさあというのがい

いのか、それからグループ分けしていいのか、それからグループ分けも、当然課

題を分けていいのか、そういったことは、やっぱり皆さんが集まられた第１回の

ときに話していくべきで、うちのほうから、こうしてくださいということではな

いんではないかなという思いを持っています。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  やり方については、今後、住民さんとも話合いを深め

て決めていくというふうなことでありました。 

  一つ、ほかの自治体の面白い取組ということを紹介させていただきたいと思い

ます。岩手県の矢巾町というのがありまして、これフューチャーデザインという

手法を活用して、総合計画の策定が進められております。このワークショップで

は、２０５０年から来た未来人という設定で議論に参加をされて、その住民は、

現在の自分とは異なる視点でまちの課題を考えるというものであります。 

  その中の一例として、老朽化した水道施設の更新問題では、参加した住民自ら

が水道料金の引き上げ、これを提言し、ワークショップの中で、将来の必要性を
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議論した中で合意形成を果たしたというものであります。いろんな面白い手法も

あるんだなというふうに感じているところではあるんですけども、本町におきま

しても、様々なインフラの問題ということも抱えておりますので、ワークショッ

プの中にフューチャーデザインという、こういう手法も検討の一つに考えて、住

民さんと話合いの中で、どういったワークショップするかということを考えてい

くということではありましたけども、ある意味、執行部のほうからも、こういう

ふうな手法もありますよというふうなことで提案するということも一つありでは

ないかなというふうに思いますので、その辺りにつきまして、町長の見解を聞か

せていただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  ワークショップにフューチャーデザインを取り入れたらと

いう提案ですけども、住民ワークショップの開催、その回数にもやっぱり期間と

いうものがありますので、限りがあるんだろうと思います。複数回開催する中で、

そういった形式での開催も面白いんではないかというふうには思いますけども、

２０年、３０年後の未来の想像、何か漠然としたという部分もあります。そうい

った中でも、２０年、３０年を見るんだから、もうちょっとふた月や三月ではと

か、半年ではとかいうようなことがあるんかもしれませんので、その辺が合致で

きるかどうかということは、ちょっと難しい部分があるんではないかなというふ

うには思っています。ですので、ある程度そういったことも踏まえて、やり方を

考えていけたらというふうに思っています。 

  そして、今議員が言われた矢巾町の事例ということで、私もちょっと調べてみ

ましたけども、割と盛岡市南部に位置したベッドタウンだということでありまし

た。かなり我がまちと反して、人口増加が進んでいるまちでというようなことが

あるんで、そういったことが一緒だからとか、反対しているからということじゃ

なくて、やっぱり条件が多少違ってくるんではないかなというふうな思いがあり

ます。ですので、ここのやり方は取れるけど、このやり方は取り入れないという

ことじゃなくて、いろんな中で、そういった第１回のときのワークショップの開

催のときに、いろんな意見が出れば、それに対応したやり方というものも大事に

なってくるんではないかなと思いますので、これはしますよ、これはしませんよ

ということを今の段階で言うことはできないのかなと思います。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 
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○１０番（大河原昭洋）  確かに、こうしますよということではなしに、一つの

手法として考えていただければいいなというふうに思っているところであります

ので、人口がこれだけ少なくなっていく時代にあって、住み続けられるまちとい

うのを目指していくためにも、このようなフューチャーデザイン的な考え方とい

うことも大いに参考になるんではないかなというふうに思いますので、一つのワ

ークショップの手法として、繰り返しになりますけども、考えていただくことを

要請しまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

  ２番目の質問であります。 

  図書館を活用した教育振興策についてということで、（１）番です。 

  開館５年目を迎えるちえの森ちづ図書館では、近年の少子化もあってか、小中

学生の利用者が減少傾向にあります。子どもたちのあらゆる成長をサポートする

意味での図書館の活用が有効と思いますが、どのように考えているのか、教育長

の所見を伺います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  大河原議員のご質問にお答えします。 

  町議のおっしゃる小中学生の利用が減少傾向となっているということについて、

実際のところ、入館者の年齢区分についてはちょっと把握ができておりません。

ただ、利用促進等のために図書館サービス計画というのを作成して、図書館運営

を行っております。子どもたちが本を通じて交流し、様々な人と触れ合う機会を

提供し、子どもたちの成長にもつなげていきたいというふうに考えております。 

  この図書館サービス計画の図書館のありたい姿では４項目を挙げておりますが、

その中の子どもの未来を創造する項目の中で、具体的なサービスとして、児童サ

ービスの充実、それから小中高等学校図書館との連携、それから職場体験学習や

施設見学などを掲げて取り組んでいるところです。そして、学校連携では司書教

諭、それから学校司書と図書館連絡協議会、それから小学校でのおはなし会、小

中学校への資料提供やブックトーク、それから職場体験などを実施しているとこ

ろです。 

  また、当館としましては、毎年、定例のおはなし会、季節のおはなし会、出張

おはなし会を実施しています。また夏休みでは、子ども司書体験や地域の先生に

よるおたすけ教室などを開催し、子どもたちへのサポートも行っているところで

す。 
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  当館を訪れること自体が子どもたちの読書習慣の確立につながると考えており

ますので、今後も引き続き読み聞かせ、おはなし会などのイベントを開催するな

ど、一人でも多くの子どもたちに来ていただき、読書意欲を高めていきたいと考

えているところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  各年代別の入館者数のはっきりとしたデータはないと

いうことでありますが、図書館利用者さんの声として、特に中学生の来館者が減

っているように感じるということを聞きました。これはスクールバスが導入され

たことで、汽車待ちの時間がなくなったということであったり、智頭駅前でのバ

スの乗車ができなくなった。これすぎっ子バスが以前は走っておりましたので、

そういったことなど、様々な要因によるものだろうなというふうに考えられます

けども、振り返りますと、図書館建設に至るまでの９回にも及ぶ住民ワークショ

ップ、その中の中心にいたのは当時の中学生でありました。１０年たっても２０

年たっても通いたい、利用したい図書館、そういうふうなものにしたいんだとい

うふうな、物すごい熱量で参加して、ああしたい、こうしたいというふうなこと

を、もう物すごい意見を出してくれていたのを覚えております。それが今となっ

ては、当時の中学生の思いがつながれていないということになりますと、とても

残念なことでありますので、先ほど教育長も答弁の中にありましたように、子ど

もたちのあらゆる成長を考えていく上で、この図書館というものは非常に重要な

意味をなすというふうに思いますので、何とか具体的な改善ができないものかな

というふうに思いますので、くどいようですが、再度、答弁を求めたいと思いま

す。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。 

  まず、スクールバスを導入前の令和４年１０月に中学生に実施したアンケート

調査がございます。第３次智頭町子ども読書活動推進計画に係るアンケートなん

ですけれど、その調査によると、学校以外の公共図書館に１か月にどれぐらい行

ったかという問いに、大体半数の子どもたちが、１回から４回だというふうに答

えております。また、約７％の生徒さんは５回から８回、そして、２％程度の生

徒さんが９回以上というふうに答えております。そして、０回という回答をした



－５０－ 

生徒に理由を尋ねますと、ほかにしたいことがあるとか、時間がないとか、そし

て、その中で交通手段がないと答えた生徒は僅か２名だったということです。あ

と、家にある本や電子書籍を購入して本を読んでいる生徒も増えておりまして、

図書館で本を借りないと答えておると。それらのことから、スクールバスの導入

が、ひょっとしたらそういう議員が言われるように原因の一つかもしれませんけ

ど、スクールバス以前からちょっと減少傾向にあっているんじゃないかなという

ふうに思っております。ということで、全てスクールバスが原因だというふうに

は考えていないところです。 

  ただもう一つ、中学生のこの熱い思いということなんですけれど、これは確か

に、今年成人になった子たちなんです。その子たちが、この成人式の後に図書館

に行って、またちょっとそこで何かいろいろ熱い思いを語ったということも聞い

ております。 

  そして、この願いが、また今の中学生につながっていないんではないだろうか

ということですけれど、もちろんそのときの熱量が今の中学生にも出ているわけ

ではないというふうに私も思っております。しかしながら、部活のない水曜日や

休日、それから、テスト勉強などには結構図書館を利用している子もいるようで

す。それから、地域の自慢を話したり、紹介するときに図書館のことが挙がった

り、図書館が拠りどころになっているというふうなことは聞いておるところです。 

  また、これは小学生にはなるんですけれど、県が主催しましたふるさとキャリ

ア教育のＣＭコンテストというのがございまして、その大賞を受賞した小学生た

ちは、ちえの森ちづ図書館を取り上げて紹介しているところです。自分たちのま

ちの図書館を誇りを持って利用していることがうかがえるというふうに思ってお

ります。 

  また、当時の中学生が図書館に向けて取り組んだ姿だけではなくて、智頭町で

は、百人委員会やちづＮＥＸＴなどの取組を通して、智頭町は自分たちに直接関

係することに意見が言える環境にある、すばらしいまちだということで、その当

時のやっぱり聞いてもらえるというような、この思いとか、そういうことは脈々

と続いているように思っております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  中学生の利用者がちょっと少なくなったというふうな



－５１－ 

中で、スクールバスの導入が全ての要因だというふうに私は思っておりません。

様々な要因が複合的に絡み合って、現状になってきているのかなというふうに思

います。そういった中で、やはりここの部分に関しましては、教育長も十分注視

をしていただきながら、考えていただきたいなというふうに思います。 

  これはちょっと通告にはありませんが、全般的な利用者さんという視点で考え

ますと、利用者を小学生も中学生も、いわゆる老若男女が、さらに利用者さんが

広がっていくようにというふうな意味で言いますと、ご意見箱的な、そういった

ものの設置も考えてもいいんじゃないかなというふうに思うところもあります。

これまでの図書館の運営を見させていただいている限り、多分、ご意見箱の中身

というのは、お褒めの言葉が圧倒的に多いとは思いますが、これはこれで職員の

自信にもつながってくるというふうに考えます。 

  一方で、何か改善等を指摘された場合ということになりますと、真摯にこれは

受け止めて、それはそれで前向きに検討していったらどうかなというふうに思い

ますので、これは通告もありませんので、今の現時点での私の話を聞いて、教育

長はどのように感じられたのかということ、その部分について、少しお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  ありがとうございます。 

  まず、ご意見番というよりは、いろいろサポートしてくださる地域の方がたく

さんいらっしゃって、本当に感謝しているところです。それから、先ほどにもち

ょっとお話ししたように、図書館ではいろんなイベントとか、利用促進を目的と

したことをたくさんやってきておりまして、おかげさまで、令和５年度が４万９，

４９２人の利用者で、そして、昨年度は増えたんです。５万２，４００人になっ

ておりまして、だんだん増えてきているというのは大変うれしく思っているとこ

ろです。 

  それから、先ほどのご意見番ということについてですけれど、先日、定例教育

委員会の中でもちょっと話が出まして、このたびご意見ボックス、まだ名前がつ

いていないんですけれど、ちょっと利用者の方からご意見を伺おうと。そしてそ

れを真摯に受け止めて、図書館運営に反映していこうというような取組をちょっ

と始めております。どんな意見が来るかちょっとドキドキもんなんですけれど、

いいお褒めの言葉だけではなくて、この辺どうだろうというような改善点も出て
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くるんだとは思うんですけど、それに真摯に応えていきたいなというふうに思っ

ているところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  教育委員会の定例会の中でもそういった意見が出たと

いうことなので、そこはそこで、教育委員会としても前向きに検討しているとい

うふうなことでございますので、ここはここでまた判断をまだ待たせていただき

たいなというふうに思っております。 

  皆さんそうだと思うんですけど、子どものときに図書館に行って本を手に取っ

たりとか本を目にしたり、また百科事典を見たりとかというふうなことになると、

図書館を出るときというのは、少し自分が成長したみたいに感じられたことがあ

ると思うんです。ちょっと背が伸びたなみたいな感じで、やっぱり図書館という

のはやっぱりそういうものだというふうに私も思っておりますので、やはり今以

上に多くの子どもたちや老若男女の方々が集える、よりよくなるようなちえの森

ちづ図書館になっていただくことを願いまして、関連して、次の質問に移りたい

と思います。 

  （２）番です。 

  ＧＩＧＡスクール構想により、令和２年度から小中学校で１人１台のタブレッ

ト端末の導入が進められました。子どもたちを取り巻く環境として、急速なデジ

タル化による読書離れを危惧するところですが、その対策をどのように考えてい

るのか、教育長の所見を伺います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。 

  まず、デジタル化の進展ということで、子どもたちの読書離れが進んでいると、

私もその辺そういうふうに思っているところです。そして、そのことについて随

分気にはなっています。特に、先ほども議員が言われたように、子どもにとって

読書はとても重要で想像力、語彙力、思考力といった非認知能力の育成、それか

ら、出会えない人に出会える、それから、行くことのできない場所にも行くこと

ができるということで、人生をより深く生きる力を身につけていく上でも欠くこ

とのできないものだというふうに私も認識をしておるところです。 

  ただ、今の子どもたちはデジタルネイティブ世代と言われて、幼い頃からイン



－５３－ 

ターネットやデジタル機器が当たり前のように、そういう中で育っているわけで

す。特に子どもの読書量は、聞くところによりますと、年齢が大きくなるとどん

どん減少しており、反面、デジタルデバイスに触れる度合いが大きくなっている

という統計もあるようです。私も危機感を持っております。 

  そこでまず、保育園とか乳幼児期から読み聞かせなどの読書に親しむ活動を行

っております。それから小中学校では、学校図書館を読書活動を推進する読書セ

ンターだけでなく、児童生徒や教職員の情報ニーズに対応し、情報リテラシーを

育成するなど、情報センターとしての役割、そして、各教科の学習を支援し、生

徒の探求心を高める学習センターとしての役割を十分発揮できるように、引き続

き取り組んでいきたいというふうに思っております。 

  また、ちえの森ちづ図書館では読書推進イベント、先ほど言ったように、様々

な取組も積極的に実施しております。 

  なお、先日ちょっと聞いた話なんですが、読んだ本の中に、現在は、紙の本だ

けではなくて電子書籍が結構あるようでして、そして、東京大学のほうが、紙と

デジタル図書で、読書の効果に違いはあるかというような研究をなされておりま

して、その比較研究によりますと、デジタルだろうが紙だろうが内容の理解につ

いても、それから、言葉の学習においても差がなかったというふうになっており

ます。そこで、何でもデジタルを全く否定するものではなくて、紙とデジタルの

それぞれのよさを生かしながら、子どもたちが豊かな学びとなるように取り組ん

でいきたいというふうに考えております。 

  それでもう一つは、先ほどＧＩＧＡスクールということも言われたんですけれ

ど、デジタル化によって、読書以上に、食事とか睡眠とか運動とかの基本的生活

習慣が乱れているというようなところ、そして、生活に支障を来している子ども

たちがいるということで危惧をしているところです。学校でもその対策は取り組

んでいるというふうに聞いております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  保育園から様々な取組は進められているということで

あります。ほかの国のお話をここで少しさせていただきたいと思うんですけども、

世界的に教育先進国と言われているスウェーデン、皆さん聞かれていると思いま

すけども、２０１０年にタブレットやパソコンを１人１台付与する計画が進めら
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れて、紙の教科書を原則廃止するなど、ＩＣＴを活用した学習が進められました。

しかし近年、特に２０１６年から２０２１年にかけて、スウェーデンの児童の読

解力について調査が行われたところ、小学４年生の読解力は年々低下していると

いう結果が出たということであります。そして、２０２３年から始まった新学期

では、スウェーデンで全ての学校で静かに本を読む時間、印刷された本や手書き

による練習に重点が置かれるようになったということであります。ほかの国のこ

とだと言えばそうかもしれませんが、タブレット導入後、本町における、特に児

童の読解力ということについて、ほかの国のことだというふうに思うかもしれま

せんし、我が国の状況は国が調査をするべきだというふうにも思いますが、教育

長は、このタブレット導入後の本町における児童の読解力ということについて、

どのように感じていらっしゃるのかという、その辺りについて、少しお話を聞か

せていただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。 

  私もそのニュースを見たときには、かなり衝撃を受けたところでございます。

実際にノルウェーでも同じような取組を始めたというふうにも聞いております。

ただ本町では、タブレットを令和２年度に導入して５年目を迎えているところで

す。そして、ＩＣＴ教育と学力については、私たち智頭町の教育委員会でも関心

を持っておりまして、５月の定例教育委員会でも議論したところです。 

  そしてまた、先日開催した校長園長会でも、ＩＣＴと学力と題して、ＩＣＴ教

育のメリットとデメリットを理解した上で、デジタルとアナログのよさを組み合

わせていくことが大切だということを指示しております。 

  さて、タブレット導入後の本町における、特に児童の読解力の現状ということ

ですが、読解力とは、いろんな力があるわけです。その中に書かれたテキストを

理解して、利用して実行する能力のことだというふうによく言われるわけですけ

れど、学力全体の基盤となる読解力というのは、重要な能力だというふうに言わ

れます。その力に特化した調査は実際行っておりません。 

  そこで、子どもたちの学力の伸びを図ることができる「とっとり学力・学習状

況調査」というのがありまして、その結果を見ると、検査をした小学校４年生か

ら中学校３年生までの全ての学年において、それも上位層、中間層、低位層の全

ての子どもたちの中で学力が伸びていまして、学力低下という事実は現在のとこ
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ろございません。ただし、今後も教育のＤＸはどんどん進めていくということで

ありますので、子どもたちの学力の動向については注視していきたいというふう

に考えているところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  あっという間にちょっと時間がなくなってきたんで、

早口で質問させていただきたいと思いますけども、いろんな取組は行われている

し、学力的に低下しているというふうなことではないということでありますけど

も、小中学校における過去５年間の図書の貸出冊数を調べてみました。小学校の

１人当たりの貸出冊数は、令和２年度１３７冊で、令和６年度１０６冊というこ

とで少し減少はしているものの、横ばいの範囲かなというふうに言えると思いま

す。 

  一方、中学校では、１人当たりの貸出冊数は、令和２年度３７冊であったもの

が令和６年度は１３冊ということで約３分の１になっています。小学生に比べ、

中学生になると部活もあったりとか時間のやりくりが大変だということも分かり

ますが、これは減少率があまりにもちょっと大き過ぎるというふうに思いますの

で、何か具体的な改善策が考えられないものかなというふうに思いますので、そ

の辺りのほうの教育長の見解をお願いします。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  ご指摘のとおり、中学校における貸出冊数の減少につい

ては課題を感じているところです。そしてまず、本に触れる機会を増やすことが

大事だと考えておりまして、先生方に図書館活用計画を配布して、そして、国語

のみに限らず、全ての教科において、授業の活用を働きかけているところでござ

います。 

  そして、先ほども述べましたけど、各教科の授業でも、ＩＣＴ活用と図書を併

用しながら、本に触れる機会を創出したり、それから、授業で図書館を教室とし

て、そこで授業を行っているというような姿もありまして、何とか増えることを

努力しているところです。 

  さらに、季節や学校行事に合わせて展示を工夫したり、それから図書委員会と

いうのがありまして、それが主になってイベントを開催して、貸出冊数を増やす

ように取り組んでいるところでございます。昨年度は、図書委員会の活動として、
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本に興味を持ち、本を借りる人を増やそうという目標にしてイベントをしたり、

それから、クラス対抗・本でしりとりバトンリレーというような活動も展開した

ところです。一人でも多くの本の貸出しができるよう活動していきたいと思いま

す。 

  ちなみに、中学校の本年度の来館者数ですか、４月より５月のほうがちょっと

増えたという話を聞いておりますので、ぜひ、今後も子どもたちの力も含めなが

ら、学校全体で取り組んでいきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  もう以上で終わりたいとは思いますが、教育長と図書

館の重要性であったりとか本に触れる機会、やっぱりこれを増やしていかなけれ

ばならない、これ人間形成上、大切なことだということは、ある意味その共有が

できたというふうに思いますので、またほかにもちょっと質問を用意していたん

ですけど、時間がなくなっちゃったんで、また委員会等でやり取りさせていただ

きたいなというふうに思いますので、これで終わりたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  以上で、大河原昭洋議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１０時１６分 

再 開 午前１０時２５分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、岡田光弘議員の質問を許します。 

  ４番、岡田光弘議員。 

○４番（岡田光弘）  それでは、通告に従いまして、議長の許可を得ましたので、

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）による持続可能な自治体運営につい

て、順次質問を行います。 

  少子高齢化、人口減少社会が急速に進行する中で、持続可能な自治体運営を目

指していく上で、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の果たしていく役

割は大きいというふうに考えます。今後、持続可能な地域社会を目指し、住民サ

ービスを維持・発展させていくために、智頭町としてどのような取組を展開して

いくのかについて、順次質問いたします。 

  まず１項目め、今後想定される人口減少社会に対応するために、本町としてＤ
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Ｘ化（デジタルトランスフォーメーション）をどのように捉え、どのように取り

組んでいこうとされるのかについてであります。 

  まちの最上位の基本計画である第７次智頭町総合計画の中では、特に国全体と

してＤＸの推進が一層加速し、これまで以上に、ヒト・モノ・コトをデジタルで

つなげることが可能になります。人口減少社会に歯止めがかからない中、町民の

利便性向上や業務の効率化を図るためにも、それぞれの取組において、デジタル

化を意識していく必要があります。というふうに定めてあります。 

  このような状況の中、本町のＤＸ推進の現状をどのように把握しておられます

でしょうか。まずは、その現状認識について、町長にお尋ねをいたします。 

  以下は質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  人口減少社会への対応のためのＤＸ化というようなことで

あります。質問の趣旨というふうに受け止めますけども、そもそも私は、少子高

齢化や人口減少ということに限らず、今後、まちの持続可能な社会を構築するた

めには、さらなるＤＸ化が必要なんだと、これがやっぱり第一義だろうというふ

うに思っております。 

  本町においても、各種手続の電子化であるとかＩＰ告知端末、それからコネク

テッドカーの導入、地域共助交通のりりん運営をはじめとした住民サービスや各

業務においてＤＸ化は、もうかなり進んでいるものというふうに認識しておりま

すけども、人材不足や高齢化対策、それから農林業のスマート化、子育て支援、

地域経済の活性化など、様々な分野でも、さらなるＤＸ化の必要性を感じている

という状況であります。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  町長より、ＤＸ化についての現状認識について答弁をいた

だきました。その中でも、本町としてＤＸ化に今後積極的に取り組んでいくとい

うような強い意思を表明していただいたものというふうに認識をいたしました。 

  現状認識をお伺いした上で、本町のＤＸ推進によるまちづくりについては、今

まで町長からの答弁にもありましたように、成果の出ているものとともに、人材

確保等、課題もあるというふうに考えます。 

  先ほどの大河原町議の質疑の中にもありました今の総合計画ですね。来年度が

最終年度というふうになります。７次総の１０年間での大きな環境の変化である
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とか、あるいは少子高齢化の予想以上の進展、このようなものを踏まえて、来年

度計画されます８次総におきましては、先ほど町長からもありましたＤＸ推進に

よる住民サービスの向上並びに低下の防止というのが一つの大きなポイントにな

るのではないかというふうに私も考えますが、その辺りについて、もう一度町長

の認識をお伺いいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  そこには、まちの将来像であります住民一人一人に寄り添

った誰一人取り残さないまちを目指した計画づくり、こういったことを挙げてい

くわけですけども、先ほど申し上げましたとおり、様々な分野でＤＸ化を戦略的

に推進することが、住民にとっても、サービスを提供する側にとっても必要であ

りますし、そして重要であるという認識でおります。 

  昨年度、一部改正を行い、いわゆる終期を２か年延伸した総合戦略におきまし

ても、デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づくデジタル実装の推進について

追記しておりますので、そこも踏まえて、追加計画を策定していくというふうな

考え方でおります。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  町長の答弁の中には、戦略的な推進の必要であるとか、国

が進めておりますデジタル田園都市国家構想に向けての考え方についてもお伺い

をいたしました。 

  私は、基本的にこれから人口減少社会が到来していくわけですけども、その中

で、どうしても行政についてもマンパワーの不足というのは否定できない事実で

あろうというふうに思います。よく最近、マスコミ等でも「８がけの社会」とい

うことが言われていまして、それはどういうことかというと、これからは、８割

の人材で今までどおりの１０割の仕事を補っていくんだというようなことをだと

いうふうに思います。要するに、一人一人に求められてくることが２割アップの

ことが求められてくるということだと思います。 

  これに備えて、どういうふうにそれを補っていくかということの有効な手段の

一つが、ＤＸ推進であるというふうに捉えるべきではないかというふうに考えて

おります。 

  今、町長のほうからの答弁もありましたが、今後１０年間、ある意味方向づけ

するという８次総合計画の中に明確に町の姿勢、取り組むビジョンというものを
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７次総以上に明記する必要があるというふうに考えますが、再度、町長のお考え

をお伺いします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  先日、デジタル大臣が来県されまして、「デジタルを活用

した地域課題の解決」ということをテーマに講演されたところでありますけども、

その中で、生成ＡＩなどデジタルの活用が人手不足を補い、省力化、効率化につ

ながるというふうに述べられたように、ＤＸ化によるメリットをもたらす効果が

明らかであることからも、当面この辺りは明確に盛り込むべきとあるというふう

に考えております。 

  それと同時に、実際に計画を実行するためには、これも課題であるデジタル人

材の確保・育成、こういったことも重要であるんではないかなというふうに思っ

ております。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  答弁いただきました。基本的な方向は一致しているという

ふうに認識をさせていただきました。特に、今後１０年間をある意味方向づける

８次総ということでありますので、その辺りの重要性について、総合計画の中に

はっきりと盛り込んでいただきますようお願いをいたします。 

  続きまして、２項目めでありますが、現在、町のインフラとして既に定着をし

ております光ファイバー網等、双方向の告知端末、これを将来的にどのように生

かしていくのかという問題であります。全町域の光ファイバー網整備と告知端末

導入につきましては、私も職員時代に携わっておりまして、これの導入後、今日

に至るまでの有効活用と住民サービスの展開については関心を持っているところ

でありますが、去る令和４年９月議会において町長に質問したときの答弁をいた

だきました。それによりますと、本町のデジタル化の現状として、まず住民サー

ビスは、利便性活用のためにキャッシュレス化の推進、コネクテッドカー、クラ

ウド型のＩＰ告知端末の導入等が代表的な取組だというふうに考えております。

そして課題としては、コネクテッドカーは導入したばかりで、頻繁にはまだ活用

しておりませんけれども、今後、積極的な活用をしていく所存であります。 

  そして、加えてＩＰ告知端末は、まだまだ活用し切れているとは思っておりま

せんので、今後も操作方法の周知などを積極的に実施することで、利用促進を図

っていきたいというふうに考えております。 
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  行政システムのデジタル化では、ホームページ内で簡単な質問にＡＩが回答す

るチャットボットの導入による業務改善、それから、グループウエアの導入によ

り庁内の情報共有やコミュニケーションの効率化を図っているところであります。

課題としては、整備したものを十分に活用し切れていない状況にありますので、

常に問題意識を持ちながら、有効に活用していくことだというふうに感じており

ますという答弁をいただいております。この答弁をいただきましてから現在まで、

おおよそ３年間が経過いたしました。情報を取り巻く環境も、その３年間でかな

り変化をしてきてまいりました。課題としては、整備したものを、まだその当時

十分に活用し切れていないということでしたけれども、３年たった現状の認識は

いかがでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  前回の答弁から３年がということであります。その後、全

国初ということではなかったんですけども、コネクテッドカーを活用した選挙事

務、それから、ＩＰ告知端末を活用した健康啓発事業など、こういったことを展

開しているところでありますけども、課題解決につながるような有効な活用とい

いますか、特効薬的なものはできているというふうには、まだまだ受け止めてお

りません。引き続き、こういった課題把握と、それに対するデジタル化の運用と

いうものを、やっぱりこれの活用に際してのサポート、そういったことも加えて、

やっぱり考えていかなきゃいけないなというふうに思っております。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  今までインフラとしては定着してきていると思いますけど、

それは十分に活用されているかということになると、まだまだ課題としてはある

ということでありますので、今後も継続して、先ほど町長の答弁にもありました

サポートという点が、非常にこれからの高齢者にとっても重要になってくると思

います。 

  また、その答弁の中でデジタル化の今後の方向性について、その当時の答弁で

すね。全てをデジタル化することは不可能でありますし、それが正解というふう

には考えておりません。人口減少が続く中で、デジタル化を図ることで、業務の

効率化、住民の利便性の向上を目指すというのは当然のことでありますけれども、

お互いの顔を見ながら話をしていくというアナログな部分、これは残しておく必

要があるというふうに思っております。 
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  先ほども、本とタブレットの教育の分野でのデジタルとアナログの話もござい

ましたけれども、この当時の答弁でも、このデジタルとアナログの融合というよ

うなことが言われております。このデジタルとアナログが融合した取組を推進し

ていくというのが肝要ではないかというふうに思いますというふうな答弁をいた

だいております。これがちょっと智頭町の特徴的な取組になり得るのではないか

なというふうに思うわけですけども、ここで言うデジタルとアナログというのが、

智頭らしい特色を出していく取組ではないかというふうに私も感じるところがあ

ります。今時点で、この当時３年前に答弁いただいたアナログとデジタルの融合

というものをもし進捗ありましたら、進捗状況についてはいかがでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  融合という表現がいいのかどうかわかりませんけども、や

はりデジタルはデジタル分野、アナログはアナログの分野が大事なんだというふ

うに思います。やっぱり住民一人一人がということをずっと提唱しております。

そのことは、マンツーマンでやっぱり対応するということが大事ではないか。た

だ、これが３年前とどう変わったんだということは、やっぱり同じことをずっと

続けていって、違った考え方を持っているわけではないので、３年前のデジタル

はデジタルの部分、アナログはアナログの部分、やっぱり住民に対しては顔を突

き合わせて話をする、これは大事なことだと思いますので、これからもそういっ

たやり方はやっていきたいというふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  デジタルの利点といいますか、特徴とアナログ的な人と人

が触れ合って直接話し合う、そういった両面の特徴といいますか、特性を生かし

ていくんだというようなお話であったかと思います。 

  また、この点について課題があるとすればということで、特に先ほどもありま

した大きな課題として、その当時も述べていただきましたデジタル化を進めてい

くことが必要なんですけども、そのための専門人材が不在でありまして、長期的

な取組を見越した計画づくりなどは、そのために難しい状況でありますというふ

うに答弁をいただいております。これについては、この課題を解決していく方法

をこれからも模索していきたいというようにお答えをいただいておりますが、こ

のデジタル人材の確保であるとか長期的な取組を見越した計画づくりが難しいと

いう答弁でありましたが、３年経過いたしました。この辺りの進捗についてはい
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かがでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  この３年間でデジタル化の専門人材というふうには申しま

せんけども、それなりに新たな知識を取得した職員も育ってきておりますので、

ちなみに昨年は、自治体でのデジタル実装経験を有する専門家を招聘して、効果

的・効率的な事業の推進方法、職員の意識向上等の研修を行ったということもし

ておりますので、徐々に徐々にではありますけども、そういった職員も育ってき

ている状況であります。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  デジタル専門人材の招聘というところまでは行っていない

んだけれども、職員、職場全体としての底上げといいますか、研修等を通じて、

皆さんの意識が高まってきているということであろうかと思いますが、３年前の

ときも確か申し上げたと思いますけども、このデジタル人材の不足、地方の特に

自治体での不足については、国のほうからの無償での派遣であるとか、また、鳥

取県でもそういったものをサポートされるような制度がありますので、併せて内

部的な研修とともに、時と場合によっては、そういった国や県のサポート体制と

いうものも利用していただければなというふうに思っております。求めるところ

は、智頭町全体としてのＤＸ化というのがいかに推進されて、住民サービスの充

実につながるかというところが狙いになるかと思いますので、その辺りも併せて

ご検討いただければと思います。 

  それでは、３項目めでございますが、現在、広く普及が進んでいるスマートフ

ォン、スマホですね。スマホによるＤＸ化推進は、将来にわたり大きな可能性を

持っているというふうに考えますが、本町としての取組はいかがかという点でご

ざいます。 

  これについては、地域住民はいろんな情報を入手しているわけですけども、そ

れによって日々の暮らしを行っているわけです。一番身近な私たちの年代でも、

テレビであるとか新聞、広報誌などの紙媒体もありますし、各家庭に智頭町が設

置している双方向の告知端末、あるいは個人で利用されているインターネット情

報など、様々多様化しております。 

  近年、その中でも存在感を増して一般化してきているのがスマートフォンでは

ないかなと。スマートフォンによる情報収集というのはかなり進んできているの
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ではないかなというふうに感じております。本町でもかなり広く普及してきてお

りまして、これを行政サービスで活用しない手はないかなというふうに考えます

が、本町でどの程度スマホが普及しているのかいうことでありますけれども、お

聞きしますと、一部、高齢者の皆さん向けの調査が過去になされたというような

お話もお伺いいたしました。そちらについては、高齢者に限るということだと思

いますが、その調査の結果がどのような状況であったのか、また、その調査とい

うのは高齢者向けだということであったと思いますので、今後、住民サービスを

展開していく上で、全町向けの再調査をされるお考えはお持ちであるかという点

について、町長の所見をお伺いいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  スマートフォン普及に関する独自調査ということでありま

すけども、基本的には、介護認定を受けていない６５歳以上の方を対象とした

「健康とくらしの調査」の中で、町の独自追加項目として、スマートフォン及び

タブレットの所有について、令和４年度から昨年度まで、３か年にわたって調査

を行っております。これは、世代限定の調査で年々回答率は減少傾向にあります

けども、実際、所有率については増加しているという結果になっていますので、

実際６４歳以下の方々が持っておられる確実性はかなり高いんではないかと思い

ます。ですので、この辺のところから勘案して、かなりの普及率になるものとい

うふうには推測できると思います。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  高齢者向けの調査をして、かなり普及があるというような

見込みであったということであろうかと思います。鳥取県では、情報端末の普及

状況が県として調べてありまして、スマートフォンが８５％でトップ、それに続

いて、パソコンが約６割、そして、先ほどもありましたが、タブレット型端末が

３割強となっておりまして、その中でも圧倒的にスマホが普及しておりまして、

ＳＮＳやスマホの使い方、ＳＮＳやニュース、それから天気情報、ショッピング

などというのが高い利用状況になっているようです。様々な利用が急速に浸透し

ているようであります。それは鳥取県の調査ですので、本町に特化した調査では

ないようですが、おおよそ鳥取県内の状況に近い利用がされているのではないか

なということが推測されますが、かなりの所有と、それから利用があるというこ

とであります。 
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  この普及したスマホを活用して、今後住民サービスの向上や情報提供の展開を

充実していくべきではないかなということを考えますが、町長の見解をお伺いい

たします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  現時点で具体的にお示しできる施策はありませんけども、

そう遠くないうちにやってくる今のＩＰ告知端末の更新については、ベンダーを

通してでの情報収集、それから関係者教育も開始したところであります。当然、

スマホとの連携、その他についてもポイントになろうかと思いますし、ＤＸ推進

の果たすスマホの役割というのは十分理解しているところであります。 

  ですので、そういった機会に、今すぐというわけじゃないですけど、そういっ

た機会を通じて考えていければなというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  本町の情報インフラとして定着してきている告知端末、そ

れから、町民の間で普及が進んでいるスマホ、これを連動させていくことという

のは、従来から課題として認識をされていたことであると思いますが、双方向の

告知端末自体の、今もしアクセス、利用が伸びていないとすれば、告知端末で受

けられるのと同様な情報にスマホからでも住民が簡単にアクセスできれば、大幅

に住民サービスの向上に大きく寄与できるのではないかというふうに考えます。 

  これの認識は同じだと思うんですけど、これを実現していくことにおいてのハ

ードルとして、コストの問題や、それから財源の確保というのが従来からネック

になってきていたというふうに認識しておりますが、この認識で間違いないでし

ょうか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  告知端末とスマホの連動ということでありますけども、告

知端末で毎日発信されている役場からのお知らせ、そして、まちの天気や防災な

どに関する情報、これがスマートフォンを通じて入手できる無料情報アプリ「Ｊ

Ｃ－Ｓｍａｒｔ」いわゆるもりりん通信、これが既に導入されております。この

辺は既にご存じだと思いますけども、こういったことがこれからもやっぱり展開

される可能性はあるというふうに思っております。ただ、そこにはそれなりのや

っぱりコストが必要になってくるということがありますので、その辺も勘案しな

がら、何でもかんでも連動してサービスをということにはなかなかならないのか
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なというふうには思っております。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  答弁いただきました。一部ではスマホとの連携もあるとい

うことですので、今後の課題として有効な連携というものを期待するところであ

ります。これから迎える急激な人口減少社会に備えて、持続可能な自治体運営を

目指していくというのは重要だと思いますが、その中でも財源問題、これも意識

しつつも、将来的な有効な備えとして、本町としてスマホを活用とした有効な住

民サービスの展開を模索していく必要があると思いますので、これからも積極的

な取組を期待するところでございます。 

  続きまして、４項目めでございます。 

  数年前から急速に社会に浸透してきた生成ＡＩ技術について、本町として、今

後どのように取り入れ、政策に生かされようとしているのかという点であります。 

  生成ＡＩについては、発表された当時は、まだ私たちの日常にどのように効果

があるのか、よい面、それから悪い面も含めて、なかなか全体像がつかめないと

いう状況、状態が数年前の状態であったと思いますが、ここにきて、先ほども話

が出ております人手不足、それから、社会の多様なニーズに応えるツールとして、

社会変革を起こすほどに有効な側面があるとして、多くの企業や個人、団体が積

極的な導入を図る時代を迎えてきているフェーズに入ってきているという認識を

持っております。 

  本町として、現時点でこの生成ＡＩをどのように認識しているのか、また、現

時点でどの程度の導入が図られているのか。まずはその現状について、町長にお

尋ねをいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  生成ＡＩの認識と現状ということでありますけども、生成

ＡＩの認識というものは、まず、いわゆる文書を作成したり、それから文章の要

約など、そういった機能を利用して作業時間を短縮しながら、質の高いものをや

っていくということだというふうに思っています。 

  また、アンケートの集計や分析による企画の立案や新規アイデアの創出、生成

した画像や動画をホームページ、広報等で活用できるなど、業務を効率的にでき

て、費用対効果も期待できる、そういった技術だというふうに考えております。 

  ただ現状ですけども、文書作成について、一部で利用しておりますという状況
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であり、集計や分析、それから画像生成等については、今のところは活用できて

いないというのが現状であります。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  現状について、お答えをいただきました。まだ業務的には

一部の導入に限られているということでありますので、今後の展開としては、か

なりの可能性は秘めているのかなというふうにはお伺いをいたしました。 

  住民ニーズが多様化・高度化していく中で、その住民ニーズに的確に応えてい

くための有効なツールの一つが生成ＡＩではないかというのは、私の認識です。

その危険性も考慮し、その危険に対して対策をした上で、いかに有効な活用を模

索していくのかというのは大変重要になってくるのではないかなというふうに感

じております。今後、生成ＡＩを積極的に活用していくにおいては、どのような

目的で使用していくのかを明確にしていく必要があるというふうに考えます。 

  この生成ＡＩの使用自体を目的化させることを防いで、効率的な事務を行うこ

とによって得られる時間を、より高度な企画立案や、行政で言いますと、創造的

な業務、住民サービスに振り向けていくことができるようにすることではないか

なというのが基本的な考えですが、この点について、町長の所見をお伺いいたし

ます。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  生成ＡＩだけの話でなくて、やっぱりこういった高度な技

術等々に対しての考え方は、使うことが目的ではなくて、目的のための手段なん

だと。やっぱりどのことに対しても一緒じゃないかと、そういうふうな考え方を

持っております。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  その目的と手段の考え方については全く同意するところで

ございます。今後、生成ＡＩを本町で活用していくために、組織としての指針、

これが必要になってくると思います。 

  鳥取県では、昨年６月に人間主導ＡＩ（えぇ愛）、人間主導ということのＡＩ

のガイドラインを定めています。こちらを見ると禁止業務というのがありまして、

まず、意思決定業務（住民自治の原則、人間指導の原則）というのがあります。

それから２番目のイとして、民意集約（住民自治の原則、パートナーシップの原

則）を挙げておりまして、要注意業務として、（ガバナンスの原則、人権保障の
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原則）があり、要配慮業務の中に（透明性の原則、人間指導の原則）があります

が、この他方で、積極的な活用業務（課題解決思考の原則）というものが示され

ております。その他の業務については、業務の効率化、課題解決に向け、倫理原

則に基づいた積極的なＡＩ技術の利活用を推進するというふうになっておりまし

て、慎重な中にも積極的な活用も鳥取県では視野に入れているということがうか

がえます。 

  本町でガイドラインを作成されているとすれば、今後の見直しとか改訂の際に

一つの参考になると思います。本町のガイドラインもちょっと拝見させていただ

きましたけれども、先ほど言いました禁止業務とか要注意業務のほうに重点が置

かれていたと思いますので、鳥取県の積極活用業務ですね。県として、組織とし

て、こういったものを注意をしながら積極的に活用していくということでありま

すので、本町の現行のガイドラインを見直して改訂するといった場合に、どうい

った内容を盛り込む考えがあるかについて、この積極的活用という面も含めて、

基本的な考えについて、町長の所見をお伺いします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  言われましたとおり、我がまちのガイドラインについては、

令和５年９月ということで、ほぼ２年前になりますので、策定時期が早かったと

いうこともあって、基本的なことしか策定しておりません。ですので、岡田議員

が言われる積極的なとか、鳥取県の中での積極的なということもあるんでしょう

けども、まちとして、どれがいいのかということも踏まえて、その県のガイドラ

インを参考にさせてもらいながら、やっぱり随時改訂していければというふうに

思っております。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  近隣の自治体、例えば八頭町議会でも、議会ＤＸを積極的

に進める中で、生成ＡＩについての研修会を既に開催され、積極的な導入を図ろ

うとされておりますし、近場で言いますと、兵庫県の姫路市では、職員が生成Ａ

Ｉを週１回利用しているユーザーが全体の６８％、回答者の８５％が業務の時間

短縮に効果があったというふうに回答をされております。 

  例えば、今回私が質問しておりますが、議会答弁の草案や答弁要旨作成の作業

時間が従来の１０分の１に短縮されたとか、文章要約、議事録作成も、今まで２

時間かかっていたものが、作業時間が８分の１に当たる１５分で済むようになっ
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た。そういった時間短縮効果があって、それを住民サービスに振り向けることが

できるというようなことであります。 

  いろんな今まで雑多な仕事に手を取られていたような集計業務ですとか、そう

いった機械の特性を生かしたものは生成ＡＩに任せると。浮いた時間で、より創

造的な対住民サービス、人と人が触れ合うような時間に振り向けることができる

のではないかなということを思いますので、本町においても、早期にガイドライ

ンを改訂して、積極的な利活用を図るべきではないかというふうに考えますが、

再度、町長のお考えをお伺いします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  積極的にというのがあるんでしょうけど、そもそも生成Ａ

Ｉというものは、新たなものを作り上げるというものではなくて、過去あったも

のを参考にしながら、それを上手に使うというものだと私は認識していますので、

その辺のところから、時間短縮になり得るところについては、有効な利用をして

いけたらというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  時間が迫ってまいりましたので、最後の質問をいたします。 

  本町らしいＤＸの推進には、先ほども総合計画のワークショップの中にもあり

ましたが、地域住民の理解と参画が重要と考えますが、今後どのような住民の関

わり方を進めていくのかという点であります。 

  ＤＸ推進と言いますと、私も町長も含めて、年代的には特に高齢の方にとって

は、ちょっと面倒くさいとか、とっつきにくいなというふうに考える方もいらっ

しゃるのではないかなと思いますが、今のスマホも、高齢者の方もかなり使いこ

なしておられる方もあります。一つのツールとして、道具として考えると、私た

ちの暮らしをより豊かにしてくれるものということで捉えると、見え方もまた変

わってくるのではないかなというふうに思います。 

  そこで、今後一人一人の人生に寄り添えるまちの基本理念を実現していくため

に、本町らしいＤＸ推進には、３年前の質疑にもあったようなアナログとデジタ

ルを融合させて、例えばゼロイチとか百人委員会などの住民自治運動と有機的に

連動していくというのが本町らしいやり方ではないかなというふうに思いますが、

その辺りについて、町長の所見をお伺いいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 
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○町長（金兒英夫）  岡田議員が言われる智頭町らしいというか、その辺のとこ

ろの感覚というのは人それぞれなんで、まちのほうから、どうだこうだと言って

おく話ではないのかもわかりませんけども、あくまでも、まちとしては、業務の

効率化、それから住民の利便性の向上、こういったものを第一義に、このことが

できたらというふうに思います。これはＤＸばっかりの話じゃなくて、全ての項

目につながることだと思いますので、そういったことを念頭にして、新たな施策

というものに取り組んでまいりたいというふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  基本的には、住民サービスをいかに充実させていくのかと

いうところに尽きるということだと思います。今、地方創生２．０が叫ばれてお

りますが、その中に５つの柱がありまして、その５つの柱の４番目に、デジタル

新技術の徹底活用というのが掲げられております。今週にも予定されているとも

言われております大型の補正予算、この中にも中山間地域でのＤＸ推進による新

たな取組というのはとても親和性が高くて、住民自治の進んだ本町の取組の新た

な段階への進化などは、他の自治体への波及効果、横展開も見込めるものではな

いかと思います。 

  今後、８次総への取組、人口減少社会の最中での本町の挑戦的な取組など、Ｄ

Ｘ推進により理想を実現することにおいて、大きな基盤、助けになる可能性があ

るのではないかというふうに考えます。ＤＸ推進と本町の目指すまちづくりの今

後の展開について、町長より総括的な答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  繰り返しになりますので多くは言いませんけども、先ほど

申し上げましたように、業務の効率化、それから住民サービスの向上、それから

例えで言えば災害対応など、いろんなことがやっぱりこれからはそういうデジタ

ル化といいますか、ＤＸのことについては、必要不可欠ではないかというふうな

思いを持っています。 

  ただ、新たな情報として、鳥取県でも７月１日なのか分かりませんけど、新た

なセクションを新設されるという、名前もデジタルイノベーションセンターみた

いなことだというふうに聞いておりますけども、そういったことを聞いています

ので、そういったところとも連携が図れていけばというふうな思いはあります。

あくまでも、やはりデジタル社会への転換を求められるのは、住民サービス、や
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っぱり住民が主体ということだけは忘れてはならないことだというふうに思って

います。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  住民サービスの充実に尽きるということであろうかと思い

ます。ＤＸ推進を上手く取り入れることによって、持続可能な自治体運営、智頭

らしい魅力づくり、住んで良かったと実感できる住民満足度の高いまちづくりの

実現ができることを期待して、私の一般質問を終わります。 

○議長（谷口雅人）  以上で、岡田光弘議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１１時０５分 

再 開 午前１１時１０分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、北川貴将議員の質問を許します。 

  １番、北川貴将議員。 

○１番（北川貴将）  傍聴席の皆様、傍聴ありがとうございます。１年ではあり

ましたが、任期最後の質問となりました。たった１年ではまだまだ勉強が足りず、

先輩議員のように上手に質問はできませんでしたが、私なりに本日も質問をさせ

ていただきたいと思います。私の任期最後の質問ですので、いつも丁寧な答弁を

いただいておりますが、町長にはぜひとも、より前向きなご答弁を期待させてい

ただきたいと思います。 

  それでは、議長の許可をいただきましたので、通告に従い、順次質問させてい

ただきます。 

  内容につきましては、大きく分けて２つの質問をします。 

  １つ目は、空き家対策について、２つ目はＣＨＩＰｓ事業についての質問にな

ります。 

  まずは、空き家対策についてです。多くの先輩議員が過去にも質問されている

ところではありますが、年度も変わりましたので、様々なことを質問させていた

だきたいと思います。 

  全国の自治体も問題としており、なかなか対策には難しい状況にはあります。

本町でも、家主が県外におられたり、時間が経過すれば危険家屋になるなど、

様々な問題となっております。空き家対策について、本町として、今後、具体的
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にどう策を講じていく考えであるか、町長のお考えをお尋ねいたします。 

  以下は、質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  北川議員の質問にお答えします。 

  先ほど言われましたように、いろんな時期にいろんな方からの空き家問題につ

いての質問がありました。これは改めてまた答弁をさせていただきたいというふ

うに思います。 

  まずは空き家バンクですが、整理と見える化が必要であるというふうに考えて

おります。それなりに登録件数はあるものの、実際に住める件数が少ないこと、

それからまた登録から年数が経過しており、登録時とは状況が変わっている物件

があるというようなことが推測されますので、登録データの整理と、すぐにでも

利用が見込める物件については、ホームページでの公開、情報発信ということも

重要であるというふうには考えております。 

  また、空き家になりそうな物件も含め、比較的手のかからない物件について、

早期にバンク登録していただけるよう、所有者や相続人に働きかけることも重要

であるというふうに考えますし、逆に、一度登録された物件をバンク登録から外

すと、こういったことは容易ではないかもしれませんが、そういったことも考え、

バンク登録に新たな基準を設けるなど、活用の見込みが立たないと判断する物件

については登録を控える、こういったことも必要ではないかというふうに思って

います。 

  そして、利活用ですけども、本町に移住したくても住むところがないといった

声が聞かれることがあります。ですので、その整備方法や整備後の活用方法であ

るとか、補助制度についても、いま一度検討してみたいというふうに思っており

ます。 

○議長（谷口雅人）  北川議員。 

○１番（北川貴将）  町長より、すぐに住める家、また、もう一度整理する必要

があるという答弁だったかと思います。私も同じ考えでして、本町の空き家は、

空き家バンクの登録件数が私が確認させていただいたところですと、大体約５０

件程度ありますが、先ほど答弁であったように、すぐ住める家は多くはなく、決

して、物すごい登録が多いとも言えない状況であります。 

  今後、職員の人員不足もあるかもしれませんが、さらに積極的に課を新設して



－７２－ 

でも対策すべきと私は考えますが、町長のお考えをお尋ねします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  現時点での課の新設といったことの対応は考えておりませ

ん。ただ、まちづくり団体など、外部へバンクの運営であるとか、相談、調査、

改修などの空き家関連業務、こういったものを一括して委託できないか、また、

連携した取組ができないか、その可能性について、協議・検討をしているところ

であります。 

○議長（谷口雅人）  北川議員。 

○１番（北川貴将）  委託連携というところで、ぜひ、私もなかなか課を上げる

と言いますと、先ほどの人員不足の件とか、なかなか問題もあると思いますので、

一つ委託をしてでも、本町のほうと連携をしてやっていただきたいと思います。 

  私ども、５月の総務の委員会で視察を行った伊賀市さんでは、住宅課の中に空

き家対策室があり、これだけ各自治体でも問題となっており、本町でも、これか

らも空き家は増える現状があると思いますので、先ほどのような質問をさせてい

ただきました。 

  これはちょっと通告には入っておりませんが、さらに空き家の有効活用として、

伊賀市さんでは、カフェやレストラン、また、インバウンドに向けた宿泊施設な

ど活用方法は様々ですが、例えば、これは私の提案という形にはなりますが、リ

フォームして借りていただくとか購入していただくとか、全てがリフォームして

いては、なかなか町の財政のこともありますので、例えば選択型とか、選択とい

うのは、例えばトイレとかキッチンとかお風呂とか、大体水回り関係が金額がか

さんでいきますので、先ほど町長も何か補助の関係もという話がありましたので、

ぜひ選択型提案という形で、買いたい方に今後やってみてはどうかと思いますが、

お考えを教えていただけますでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  空き家に対する助成制度、それぞれいろんな種類をこしら

えておりますので、できればそういったことも踏まえて、利用される方々が相談

に来てもらえれば、今こういう状況であれば、こういったことが有利ですよとか、

そういったこともありますので、ぜひ、担当課に相談してもらえればというふう

に思っております。 

○議長（谷口雅人）  北川議員。 
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○１番（北川貴将）  私も移住者の立場になりますので、気持ちが分かるところ

も多少なりともあると思っておりますので、ぜひ担当課のほうに一度話をしに行

きたいと思います。 

  次に、探す側、購入者側から考えたときに、本町では、物件を探そうと思うと、

空き家バンクの登録からＩＤの取得、パスワードの取得、そして、入力をしない

と見ることができません。もっと幅を広げるためにも、誰でも見られるように登

録をしなくても物件をオープンにする考えはないか、町長にお尋ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  現在、我がまちが運営する空き家バンクの物件を閲覧する

には、先ほど言われましたように登録が必要になってきます。なぜそういうふう

にしたかということは理由がありまして、バンク利用者が物件の下見に行って、

無断で敷地内に立ち入るとか、そういったことが過去あって、近隣住民からもあ

らっということで、不審な声が上がったということが過去ありました。そういっ

たことがあったため、ちょっとそういったガードを作ったということであります。 

  その辺のところについては、オープンにと言われますけども、２回目、３回目

とかといったら、そういうことがないとも限りませんので、その辺のところは慎

重にならざるを得ないのかなというふうには思っています。 

○議長（谷口雅人）  北川議員。 

○１番（北川貴将）  私もちょっと考えもしないご答弁が返ってまいりましたの

で、なかなか答えにちょっと今困っておりますが、なかなか敷地に無断に入ると

かあってはならないことだなとは思いますが、地元に、私も今まさに売る側の立

場も抱えておりまして、早く何とかしたいという気持ちがございます。売るほう

としては、もういつまで持っていても固定資産税がかかります。そして、どんど

ん老朽化していって価値も下がります。そうしますと、多くの人に見ていただけ

れば、成約までの可能性はやっぱりかなり上がると思います。 

  ただ、私の話ばっかりで申し訳ないんですが、物件を出しておりまして、お気

に入り登録というのがございまして、７０件から８０件ぐらい入っておりますが、

一、二か月たっても売れていません。ですので、必ずしも、見れば売れるという

わけではないですが、ただ、智頭町にはこんなすてきな家があるから、ぜひ来て

みたい、行ってみたい、暮らしてみたいという気持ちもなるとは思っております。

これは、私も来る前にどんな家があるのかなと見てみようと思ったら、やはりロ
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ックがかかっていて見られません。民泊をしてきたわけですが、その際に登録を

して見ることができるようになったという現状がありますが、これはやはり防犯

という部分では、またちょっと課題があるかもしれませんが、ぜひ一度、前回と

ちょっと似たような話で申し訳ないですが、私も総務の委員会の代表として話を

したいなとは思っておりましたので、ここをまずオープンにして、何か防犯上の

ことに関してはまた策を練った上で何か出せるように。売る側で、例えば今本町

の場合は、出したくない人は非公開にしている方がおられますので、どうしても

その場合は非公開にすればいいというところで、オープンにしていただきたいな

という思いがあるのですが、再度くどいようですが、町長の答弁を求めます。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  はい、分かりました、しますとか今の段階では言えません

けども、再度、内部での検討をさせていただきたいというふうに思います。やっ

ぱり０か１００かというような表現ではなくて、やっぱりある程度のことも必要

になると思いますけども、ただ、行政がすると０か１００かになりがちだという

ことだけは認識しておいていただきたいというふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  北川議員。 

○１番（北川貴将）  検討はしていただけるということですので、一つほっとし

ております。 

  続きまして、今、固定資産税など通知が行くときに、これは伊賀市さんもそう

なんですが、私の住んでいるまちもそうなんですが、通知の中に、例えば売買を

したい場合はここに問合せをくださいとか、様々なチラシが入っております。こ

れはささいなことなんですけども、県外におられる方など特に、もうこれちょっ

と売りたいからここに相談しようかとか、やっぱり思う気持ちも出てくると思い

ますので、この固定資産税、通知というのは、その家主さんにアタックする最大

のチャンスだとは思っておりますので、こういったところにもチラシを入れると

よいかなとふと思ったのですが、そういったお考えはないでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  もう既にやっていると思いますので、その辺のところは、

再度確認させていただきたいと思いますけども、それについては、もうやってい

るということです。 

○議長（谷口雅人）  北川議員。 
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○１番（北川貴将）  私の認識不足で申し訳ございませんでした。私の中に固定

資産税もあるんですが、ちょっと何か入っていなかったような記憶があったもん

ですから、ふと思い立って質問させていただきました。すみませんでした。 

  また、この質問は、１２月の定例会議でちょっと時間がなくて質問できなかっ

た分にはなるんですが、危険家屋は補助金は出ますが、これに限らず、解体を希

望する方に補助金の拡充、例えば出るものを出るようにするということになるん

ですが、そういったお考えはないでしょうか、町長にお尋ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  北川議員ではなくて、令和５年１２月にも、過去同じよう

な質問があったように記憶しております。そこでの答弁では、空き家等につきま

しては、所有者の財産であり、憲法で規定する財産権や民法で規定する所有権に

基づき、その所有者の責任において自主的に管理することが原則ですので、危険

家屋になる前の解体に対する補助の考えは持っておりません。したがいまして、

そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となるおそれのある空き家等については、

町民の皆様から情報提供をいただき、今後も引き続き所有者に対して、条例に基

づき、指導・助言等を行ってまいりますという答弁をしております。今回もその

答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  北川議員。 

○１番（北川貴将）  私としては、危険になってからでは、周りに小学校のお子

さんがいたり、外で遊んでいる光景も見られるわけであります。そんな中、かく

れんぼなどをして、空き家付近を遊んだりというのもありますので、何かよい解

決策がないかなとは思っております。ぜひ一度、課のほうで、危険家屋になる前

の段階で、ぜひ何か策を講じていただければなというふうに私は思っております

が、ちょっと時間の都合もありますので、次の質問に移らさせていただきたいと

思います。 

  次の質問ですが、昨年度から始まりましたＣＨＩＰｓ事業になります。企業の

伴走支援について質問いたします。 

  本町において、起業していただいても、なかなか長く続かないことや撤退され

る状況にあります。その現状ばかりではありませんが、せっかく思いを持って起

業されるわけですから、長く本町にいていただき、大切にしていただくことが今

後の人口減少の観点からも重要だとは考えております。 
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  その中で、本町として、今後ＣＨＩＰｓ事業に何を期待していくのか、町長に

お尋ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  ＣＨＩＰｓ事業についてであります。スタートアップしや

すいまちというものを目指した多世代・多業種融合型オープンイノベーション事

業ということで、ＣＨＩＰｓ事業を始めております。昨年１２月に第１回目とな

るオーディションを開催し、県、いわゆる町内外から１２組のエントリーがあり、

１位通過の事業提供者はもちろん、現在、１１提案者とも何らかの関係を継続し

ているところであります。当初は、１位通過者のみの伴走支援という枠組みで出

発したところでありますけども、たくさんの方と関係性を構築、継続していくこ

とで、本町にやっぱりなくてはならない、持続可能な事業が一つでも多く生み出

されていければということを大きく期待しているところであります。 

○議長（谷口雅人）  北川議員。 

○１番（北川貴将）  昨年１２組のエントリーがあり、今でも１１組と何らかの

つながりがあるというところで、１事業者だけではなく、ほかの事業者の方もぜ

ひ長く続けていっていただきたいなという思いであります。 

  次に、昨年オーディション通過となった事業主に対して、本町としてどのよう

に関わっていく考えであるか、町長にお尋ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  本事業の運営に当たりましては、産官学金から成るコンソ

ーシアムを組織しておりますので、各構成メンバーがそれぞれの立場で関わって

いくことになります。現在は、主に事業化へ向けた継続協議、それから法人設立

に関する相談、庁内関係者への顔つなぎなど、コンソーシアム事務所に行っても

らっているところでありますけども、今後の展開次第では、空き家であるとか、

町有地の活用等についても、本町の関わりが出てくるものと考えております。 

  また、１位通過者以外の方も今後の可能性を模索すべく、何度か来町されてお

りまして、同様の対応を行っているとの報告をその事務局からも受けておるとこ

ろであります。 

○議長（谷口雅人）  北川議員。 

○１番（北川貴将）  ぜひとも、空き家等々だけではなく、伴走支援というとこ

ろですので、本町も何らかの提案とか、もちろん各企業がその事業を持って運営
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していくわけですので、なかなか口出しというものは難しいのは分るところでは

ありますが、こうして伴走していくという本町での思いがありますので、ぜひ、

それ以外でも関わっていっていただきたいなと思っております。 

  次に、この事業については、私が議員になったときに、ぜひ一つ提案したかっ

た事業でして、ただ、今回上位通過というところで出てきてまいりまして、ぜひ

とも成功してほしいなというところの思いであります。 

  このたび上位採択となった事業につきまして、テーマが「人もペットも癒され

るまち智頭町」を目指すことから、やはり町民に対しても、すぐにもちろん可能

になることはないとは思っておりますが、福祉や教育の面で有効な手段も検討に

入れてみてはどうかと私は思います。 

  例えばになりますが、セラピードッグが一番よい例かなと思っておりまして、

ふれあいを通じて、心身の健康を改善するアプローチ、具体的には、ストレスの

軽減であるとか、コミュニケーション能力の向上とか、認知機能の改善などが期

待できるというところであります。もちろん、このセラピードッグというのは適

性検査があり、トレーニングがあり、またさらに試験があり、さあやりましょう

ですぐできるようなことではないとは思っておりますが、もちろん準備を早くし

ておけば、いざ向かおうと思ったときに、そういったまちへの有効な手段も可能

かと思いますが、そういったところを含めて、町長の所見をお尋ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  動物との触れ合い、それから治療、それから学び、こうい

ったものを目的とした動物介在のいわゆる活動、それから動物介在の療法、いわ

ゆる動物介在教育というものが福祉・教育に有効な面もあるというふうには言わ

れておりますけども、今、本町として積極的な取組ということはまだ考えており

ません。しかしながら、ちえの森ちづ図書館で地域と連携して専門家を講師とし

たスクールドッグとのふれあいや読書会、それから、人と動物との共生を考える

講座を開設するなどのこういった実績がありますので、事業提案者からの提案に

よって、一緒になって事業を行うこと、こういったことは可能であるんではない

かなと思います。ですので、やっぱりその辺のところから提案をまちのほうにし

てもらえると、うちのほうから、あれしなさい、これしなさいではなくて、やっ

ぱり提案者のほうから、こういったこと、ああいったことはということがあれば、

それに即して乗れることはやっていきたいというふうに思っております。 
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○議長（谷口雅人）  北川議員。 

○１番（北川貴将）  先ほどスクールドッグの話が出たかと思います。私も一度

開催されたときに子どもを連れていった覚えがあります。まさに子どももなかな

かコミュニケーションが難しいところもありますが、犬ですと、本当に、にこに

ことなでたりする光景が見られたのを覚えております。そんなことで、住民の皆

さんにも、動物というのは、もちろん嫌いな方もおられますが、好きな方にとっ

ては、本当に癒やしの一つになると思います。 

  先ほど町長が企業側からということもおっしゃられましたが、企業さんの事業

計画の中で、保護犬、保護猫などの施設の開設などということもあったりとか、

計画も出されておられると思いますので、ぜひ一緒になって、まちと一体となっ

て、そういったことも計画していただければなと思います。 

  それはもちろん、本町には森林セラピーがありますので、何とかセラピーにも

つなげて、２つのセラピーでまちのほうを活性化することも一つ可能ではないか

なと。智頭町はセラピーのまちだなというふうに思っていただけるような面も出

てくるかなと思いますので、ぜひ、今後すぐにではということではありませんが、

検討の一つに入れていただきたいなと思います。 

  ここでさらなる提案となりますが、先輩議員の質問で有名でもありますが、公

園の質問になります。 

  町長は、以前、定例会の中で、私の記憶が正しければ、任期の中でやってみた

いということの中で、庁舎の建て替えを一つ、できるか決定ではないですが、や

やりたいというふうにおっしゃっておられたかと思います。確かに老朽化もあり、

大切なことも分かりますが、本当に町民が望むことというのは、やはり建て替え

ではなく、公園、この一つの大きい公園というのが私もよく、幅広い世代からの

望む声を耳にいたします。 

  ここで、企業がいずれ事業の項目に挙げられておりましたドッグランとの融合

により、企業のテーマが一致してくるのではないかなと思っております。これが

まさに公園があることによって、人とペットが癒されるまちの実現にも一つなっ

てくるんではないかなというところで、有効活用として、公園だけではなく、こ

のドッグランも含めた公園という形で、私は町長の所見をお尋ねしたいと思いま

すが、お願いいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 
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○町長（金兒英夫）  人もペットも癒されるまちを実現する具体的な事業の一つ

として、ドッグランの整備について、こういった提案があるゆえに既に相談もい

ただいているところであります。現時点で決定事項としては対策できることはあ

りませんけども、ドッグランのみの整備では、なかなか困難だろうということが

あります。提案の公園であるとか、人とペットがともに利用できる飲食店である

とか宿泊施設、こういったことを併設することは望ましいといった話もやっぱり

あるわけです。ですから、公園とドッグランではなくて、ドッグランと憩いの場

所、こういったこともやっぱりセッティングはいろいろあるんではないかという

ふうには思います。 

  ただ、既存の施設にドッグランを併設するということであれば、割とスムーズ

に事が進むかもわかりませんけども、なかなかそういった目ぼしい場所も、今今

難しいということもあります。ただやっぱり、そういったことについては、誰が

いつ整備して、誰が運営するのかといったことも大きなやっぱり要因になると思

います。ですので、ただ単につくればいいということでなくて、できる限りは、

そういったものをみんなひっくるめた感じで、できればなというふうに思います。 

  今回の提案者がそういったことまでみんな考えておられるのかということまで、

まだ確認はしていませんけども、その辺のところも大きな要因になってくるとい

うふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  北川議員。 

○１番（北川貴将）  私も町長と同じく、場所はなかなか難しいと思いますが、

何かと融合というのは同じ考えでございます。単体であっては、なかなか一つの

場所という形で終わってしまいますので、公園とドッグランなのか、カフェとド

ッグランなのか、様々な活用が考えられると思いますので、ぜひ一度、課の中で

もんでいただいて、また事業者さんとも相談していっていただきながら、この件

については進めていただきたいなと思います。 

  ただやはり、公園っていうところでちょっと考えたいなと思っておりますとい

う答弁も本当はいただきたかったところではありますが、これは住民のためだけ

ではなく、もちろん、一つの観光の目玉にもなります。教育で言うなら、小学校

の遠足の一つにドッグランとか、そういうさっきのセラピードッグとか、そうい

うのが一体としてあれば、智頭町の目玉の一つとなる可能性もあります。ですの

で、ぜひとも何か別のセットとして、ドッグランと何かではなく、ドッグランと
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公園という形をぜひ持っていっていただきたいなと私自身思っております。いず

れにせよ、本町がよりよいまちとなることを私自身願っておりまして、住民の皆

様にも、本当にこれからも住んでよかったなと思えるまちにしていただきたいな

と心より思っております。 

  時間は早いですが、町長より前向きな答弁をいただいておりますので、これで

終わらせていただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  以上で、北川貴将議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１１時４２分 

再 開 午後 １時００分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、谷口翔馬議員の質問を許します。 

  ７番、谷口翔馬議員。 

○７番（谷口翔馬）  議長の許可をいただきましたので、質問をいたします。 

  まず先立ちまして、この定例会が２期目４年間最後の定例会でもあり、最後の

一般質問でもあります。この２期４年間を振り返りますと、まちの課題に向き合

い、町民全体が笑顔であふれるまちとなるよう、日々試行錯誤しながら議会議員

活動を全うできたと思います。しかしながら、本町の最重要課題でもあります人

口減少は歯止めがかからない状況もあり、反省もしているところであります。残

りの任期も少なくなりましたが、最後まで全力に向き合って、議会、議員活動に

精進してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、通告に従って質問をいたします。 

  近年、県外の児童が登下校中に交通事故に遭遇する事例が立て続けでありまし

た。本町としての登下校時の交通安全対策についての取組について、教育長に伺

います。 

  以下は質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  では、谷口議員のご質問にお答えします。 

  本町では、交通安全対策として、６月に小中学校のＰＴＡから通学路危険箇所

の要望を聞いております。それから、その後８月に小中学校、それから教育課、

総務課、地域整備課、それから智頭警察署、鳥取県、国土交通省と一緒に、毎年
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通学路の点検を行っております。そこで、緊急に改善が必要だと判断した場合に

は対応をしております。 

  そして、ちなみに昨年度は、国道５３号の土師地内に横断歩道を設置するなど

の対応を行ったところでございます。そして２月頃なんですけれど、点検、それ

から協議及び対応した結果をホームページに掲載しております。 

  また地域では、コミュニティスクール等の取組や、それから民生委員さんの方

が見守り隊という形で一緒に登下校してくださっている姿を見かけます。また、

各集落におきましては、子どもたちの安全を確保するために、保護者さんや地域

の方がバス停のところで見守っていただいているという状況も見受けられます。 

  それから、昨年度のことになりますけど、町のＰＴＡ連合会から要望があった

ことで、スクールバスの昇降の際の安全を確保するために、これも小学校前のと

ころなんですけれど、ルートを変えて、学校前のバス停の昇降場所を変更して、

いわゆる横断歩道を渡らなくてもいいように変更させていただいたところです。

このように、様々な面で児童生徒の交通安全を確保するために取組を進めている

ところです。 

  そして、当然これは周りのことだけではなく、子どもたち自身にも、児童生徒

が自らの命を、自分の命を守れるように、交通安全集会であるとか、学期ごとに

行う部落児童会、この部落児童会には、民生委員さんにも参加していただいてい

るところです。日々の各学級での下校指導など、意識の向上なども学校の中で子

どもたちに対して学習もさせているというところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  教育長の答弁でもありましたように、本当にありがたいこ

とに、町民の方の支えがあって、今、子どもたちの交通安全に対して向き合って

いるということであります。私も朝通勤するときに、民生委員さん等が集団登校

に旗を持ってついて、学校まで見送ってくださる姿も目撃して、本当に感謝して

いるところでございます。 

  また、交通ルールについても本当に指導をされており安心しているところであ

りますが、やはり、幾ら子どもたちが交通ルールを守っていても、いつ何どき交

通事故に遭うか分らない状況というのもあるということです。県外の事例も交通

ルールを守っていても、やはり車が突っ込んでしまってけがをしてしまうという
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ケースもございますので、やはり本町の宝であります子どもたちに何かあってか

らでは、本当に取り返しのつかないことになりますので、ここでさらに追求させ

ていただきたいと思います。 

  令和６年の警視庁調べによりますと、昨年、全国で小中学生の交通事故発生件

数は１，６４６件で、負傷者数は２，０１０人ありました。これは過去１０年で

２番目に多い件数でありました。また、その中で歩行中の発生事故として、約７

割が交通ルールを守っていても、そういう事故に遭っている現状ということであ

りました。この結果から分かるように、やはり子どもがどんだけ交通ルールを守

っていても、そういう事故に遭ってしまっているという現状もございます。子ど

もたちの登校中というのは、大人の方も通勤時間と被ります。ですので、急いで

いる方もおられるかもしれません。ですので、より慎重な行動が求められてくる

と思っております。幾ら慎重に歩いても、いきなり車が突っ込んできたら避けよ

うがない、こんなふうに思うかもしれません。確かにそのとおりでありますが、

危険にいち早く気づくために、子ども自身ができることもあると考えております。 

  それは、いつ事故が起こるか分らないという危機意識というのを日々持つとい

うことであります。やはり大人でも、慣れてくると、そういう意識っていうのは

どんどん薄れてくることもございます。ですので、やはり交通事故に遭わないた

めに、日々危険意識が最も重要な回避する方法ではないかと思いますが、子ども

たちの危機意識向上に向けて、教育長、答弁をいただきます。お願いします。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  おっしゃるとおりだというふうに思っております。やっ

ぱり、この先これからどういうことが起こるかというのは、我々運転手もそうで

すけれど、想像力を働かせるということが大事だと思います。それから、事例も

子どもたちが知っていることも大事だというふうに思いますので、学校のほうで

は、その都度、事例を通しながら具体的に指導していただいているものだと感じ

ております。 

  それから文科省の方では、「クイズで学ぼう大切な命と安全」というような、

そういうクイズ形式の冊子なんかも出ておりますので、そういうことも学校のほ

うに、これはほぼ平仮名で書いてありますので、１年生からもできると思います。

そういうのも伝えていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 
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○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  教育長も日々の危険意識防止というのは重要であるという

ふうに私も認識いたしました。 

  そこで、一つ提案させていただきたいんですけど、それは地域安全マップの作

成であります。これは保護者の方、そして子どもたちに協力してもらい、家から

学校までの危険な箇所、そして、安全な箇所を実際に歩いてもらって、やはり保

護者の方も一緒に歩いてもらって、ここは危ないからここは気をつけようという

のを親子で一緒にすることによって、やはり子どもの命というのも守って、もっ

ともっと交通事故の可能性がどんどん減っていくのではないかと考えております。

やはり子どもたち、やはり口頭で言っても、なかなか想像がつかないケースとい

うのもあると思います。やはり実際にどういうところが危険な箇所なのかという

のを、歩きながら、確かめ合いながら、子どもたちと一緒に登校を行うことで、

より危険意識というのが高まっていくのではないかなというふうに思っておりま

す。 

  そして、先ほども申しましたが、やはり薄れてくるところを日々危険意識を持

ってもらわないとというところもありますので、この地域安全マップの作成をし

てはどうかと考えますが、教育長、お考えをお聞かせ願います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  現在のところ、その言われる地域安全マップ、それにつ

いては作成はしておりません。ただし、先ほどホームページで掲載しているとい

うふうにお話ししましたけど、その中には地図も掲載しておりまして、それで安

全箇所を見ることはできるようになっております。 

  それから、先ほども少しだけ話をしましたが、学期末に部落児童会というのが

小学生にはあるわけですけど、これに地域の方も一緒に入っていただき、地域の

民生委員さんに入っていただいて、地域の大人の視点からでも注意喚起とか、そ

ういうものをやっているところです。 

  言われるように、親子で確認というのはとてもいいことだと思いますが、それ

を全てご家庭にお願いするということは、なかなか難しいところではあるんです

けれど、ＰＴＡさんのほうにも、もしこういうことがあれば、働きかけもしてい

きたいなというふうに思っております。ただ、これ強制するものではございませ

んので、それぞれのご家庭の危機意識の問題もあります。そういうことも含めな
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がら、言われるように、子どもたちの安全をどうしたら守っていけるかというこ

とも議題に、保護者さんのほうにも、何らかの形でお伝えできたらいいなという

ふうに思っております。 

  ありがとうございます。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  教育長が言われていたのって、このマップですか。やはり

大人が見ても、なかなか分かりづらいマップになっていますので、これをもうち

ょっと詳しく書いていただいて、子どもにも分かるような。やはり子どもだけが

注意していても駄目だと思いますので、大人の方にも見ていただいて、ここは交

通もう本当に意識してやっていかないといけないなというふうに持っていかない

といけないと思いますので、また検討のほうお願いしたいと思いますし、あと全

課でというのはなかなか難しいというのも教育長の答弁でありましたので、本当

に呼びかけていただいて、やはり保護者、子どもたちの安全というのは第一で考

えていると思いますので、そこはやっていただくように呼びかけていただければ

なというふうに思っております。 

  そこで、町長ここでちょっと答弁者を変えさせていただきますが、やはり子ど

もたちが交通ルールを守っていても、大人の方もやはり一緒になって、この交通

について考えていかないと、しっかり安全意識を持ってやっていかないと、この

交通事故というのは発生する可能性がちょっとでも出てきてしまうのかなという

ふうに思いますので、町民の大人の方にも、こういうマップ等をお配りして、そ

の危険意識、大人の方も一緒になって、全町民一緒になって子どもたちを守って

いこうというふうな取組も必要ではないかと考えますが、町長、考えをお聞かせ

願います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  関連ということで横着させてもらいますけども、実際、先

ほどの教育長に対する質問なり答弁なり、子どもたちが原因で起こる事故という

のはそんなに多くはないんだと思います。やっぱり県外の例を見ても、あえて突

っ込む、それから飲酒運転で突っ込むというようなことが頻繁に起きているわけ

です。ですから、やっぱり大人のモラルというか、やっぱりそこが第一であって、

そういったことに関連して、危険箇所ということも分るんですけども、そもそも

の第一義はそこなんだろうと思います。運転するほうが、きちんとしたモラルを
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守る、交通ルールを守るということを、重ね重ね行政としてもですけども、警察、

そういったことで一緒になってやっていくのが大事かなというふうに思っていま

す。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  町長も、子どもたちを守っていくためには、やはり大人の

方が交通安全をしっかり守っていかないといけないという答弁にも受け取りまし

たので、やはり実績から分かるように、７割の方が、子どもたちが交通ルールを

守っていても事故に遭ってしまっている現状もありますので、やはりそこは町民

全体で交通意識をもっともっとレベルアップしていくことで、本当に可能性とい

うのが減ってくると思いますので、しっかり、今後、強く強くそこを進めていっ

ていただきたいというふうに思います。 

  そしてまた町民の方、保護者の方から、交通安全の要望がありました。それは

道路の白線等の塗り替えであります。全町の道路を見て回りますと、完全に消え

ている箇所、そして、消えかけて車ではなかなか見えにくい箇所、減速等の文字

等も消えている箇所等も多々ございます。やはり白線がしっかりしていることで、

歩行者は白線より外側を歩かないといけないという意識、運転手は白線をしっか

り意識して運転する意識という、交通安全の意識改革に確実になるであろうと思

われますので、この白線等の見直しについて、町長の考えをお聞かせ願います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  それでは、谷口議員の質問にお答えします。歩行者用路側

帯といいますか、そういったもののいわゆる白線ということについて、国道は国

とかいうことで、県、町、それぞれ道路管理者が維持管理を行っているところで

あります。ご指摘のとおりに薄くなっているところ、ほとんど消えているところ

多々見受けられるところがあります。こういったことに関しまして、先ほど教育

長も答弁にもありましたけども、例年、そういった各団体が交通安全ということ

で全町をずっと回っております。そういったことにも踏まえて、情報がありまし

たら、逐一お知らせ願えれば、そういったところを重点的に見て改修していくと

いうことになると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  本当に、特に学校付近は児童生徒が多く関わる路線でもあ

りますので、しっかり点検を行い、補修等を行っていただきたいというふうに思
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いますし、やはり子どもたちを守るのは大人の責任であろうと思われます。交通

事故の可能性を少しでも少しでも下げるために、このたび、町長、教育長のほう

に要望、そして、一般質問という形で言わせていただきましたので、強く検討し

ていただき、行動に移していただきたいというふうに思い、次の質問に入らせて

いただきたいと思います。 

  ここからは、夢のような大きな質問をさせていただきたいと思います。 

  本町からオリンピック選手、また、プロアスリートの輩出を目指すまちづくり

を行ってはどうかと考えますが、町長のお考えをお聞かせ願います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  お答えします。オリンピック選手を目指すということであ

りますけども、オリンピック選手をはじめとするプロアスリートの活躍というの

は、私たち住民、国民というものに夢と感動を与えて、特に子どもたちにとって

は、憧れだけではなくて、夢を育む大きなきっかけになるというふうには思って

おります。その子どもたちのために、トップアスリートを招聘したプロスポーツ、

そういったプロだけじゃなくて、アマでもそうなんですけども、スポーツ教室を

開催するなど、こういった機会、また環境を整えということは必要かというふう

に思います。ただこれは、情操教育の一環ということでありまして、プロアスリ

ートの輩出を主目的にするというのがどうも行政ということに対しては、ちょっ

と違うんではないかなという思いは持っています。 

  ですので、まちとしては、プロアスリートの輩出に特化したまちづくりという

のではなくてですね。才能ある子どもたちがさらに上のレベルを目指せるような、

そういった支援を行っていく、そういった立ち位置がいいんではないかというふ

うに思っております。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  本当このもう大々的に出させていただいたのが、ちょっと

キャッチコピーみたいな形で目が引くのかなということでちょっと挙げさせても

らったんですけど、やはり輩出となると、本当にごく僅かの人間というところで

しか可能性というのかないのかもしれませんけど、やはりスポーツを始めた子ど

もたちというのは、今で言いますと、大谷翔平選手になりたいから始めるんだと

か、サッカーのほうだと、三苫選手に憧れてなるんだというふうに憧れを持って

始めていると思われます。ここの議場にいる中の人たちも、スポーツを始めると
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きは、憧れがある中でスポーツになってきたんだと思います。 

  先ほどの町長答弁の中にも、子どもたちの夢を応援していくんだみたいな本当

に強い言葉をいただいたので、ちょっと追及させていただきたいんですけど、そ

の夢を応援するための今後の施策というのをどういうふうなものを考えられてい

るのかお聞かせ願います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  新たな考えでなくても、これまで、いわゆる各大会に少し

成績が優秀だから、次のステップアップのためのいわゆる上部団体の大会とかい

うことに出るときには、それまで家庭の負担というものを少しでも軽くするとい

うような意味合いでやってきました。これは当然、費用もだんだんかさんでくる

ので、多少値が上げるにしても、そういったこともやっぱり継続していかなきゃ

いけないというふうに思っています。 

  ただ、やっぱりいろんなスポーツの種類がありますので、ただ、本当を言うと、

スポーツだけでは本当は駄目なんだというふうに思うんです。例えば文科系の部

活なんかでも、やっぱりスキルアップのためにそういったことがしたいとか、そ

ういう大会に出るんだということになれば、これまではそういったスポーツに特

化したような感じになっていましたけども、そういった目線といいますか、視点

といいますか、それぞれのやっぱり大きく、幅広く考えていくべきなんだろうと

いうふうには思っています。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  これまでもトップアスリート補助金等も本町でしていただ

いて、本当にそれに向けて子どもたちも頑張っているところもあると思われます。

そして、スポーツを通じてまちづくりもできるんじゃないかなというふうに私は

思っておりまして、一つ事例がありまして、人口約９，０００人の隣の県の島根

県邑南町というところでございます。ここは、そこに島根県立矢上高等学校とい

うのがありまして、２０１５年に存続をかけて、まちが力を入れて、何かないか

ということで、そこに目をつけたのが高校野球であります。その監督に、過去、

広島東洋カープでプレーされて、その後、指導者としても実績がある山本さんを

どうにかそこの監督にということで、まちがオファーをして、一度断られてもめ

げずに何度言って、もう何とかまちの職員として来ていただいて、監督にという、

そういう事例もあります。そして、そこの矢上高校というところは、公式戦０勝
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の年も多々ありましたけど、今年の春の大会では島根県で初優勝を行い、その後、

山陰大会でも優勝を勝ち取ってあります。本当にまちを挙げて、そこにまちづく

りとして行って、優勝した際には防災無線が鳴って、皆さん、集まってください

と。優勝報告会をしますのでということで、町民の皆さんが集まって、そういう

まちを興して応援したという事例もございます。ですので、本町も、町長言われ

るようにスポーツだけではないというのも分かります。しかしながら、そのスポ

ーツを通じて、まちづくり、まちを盛り上げていくまちづくりも、この智頭町を

できるのではないかというふうに思っております。 

  現に、智頭中学校で外部指導者として、高校で何度も甲子園に連れていかれた

指導者も中学校の野球部に携わってもらって、何十年ぶりかに県大会優勝、そし

て、中国大会に出た事例もあります。やはりそういうまちとして、やはり子ども

たちの夢を押し上げる、バックアップできる環境づくりをもっともっと整えてい

くべきではないかと考えますが、再度になりますが、町長、この辺について、も

う終わりますので、強い言葉がいただければと思いますので、答弁いただけます

か。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  今議員、野球のことで言われましたけども、どことは言い

ませんけども、広島でも農業高校にまちが寮をつくってというようなことで、全

国大会に出たという高校もあります。ただ、そういったバックボーンがある程度

あるところであれば、なかなかすっとできる可能性もあります。ただ、そこの高

校は指導者が移ったんで、ごそっといなくなったということもありますけども、

いろんな学校があるわけです。ただ、今このうちのまちが何をするのか、じゃあ

野球になのか、駅伝になのか、例えばサッカーになのかと選んだとき、何を根拠

にそれをしたのとか、いろいろあるわけです。ですから、なかなかさっき言った

ように、じゃあスポーツならいいの、文科系はしないのとか、三味線１個でいい

んじゃないのという考え方もあるわけです。ですから、いろいろな考え方の中で、

このまちの過去の歴史とかいろんなことも踏まえて、今携なきゃいけないことは

何なのかということもあります。そして、それはするのかしないかという判断に

も、またなってくるんだろうと思います。ですので、今、谷口議員が言ったから

しませんよとか、しますよとかいう話ではないんではないかなというふうには思

っています。 
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○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  この質問をさせていただいた経緯というのが、やはり私た

ち子どものとき、自分は野球しかやっていなかったのであれなんですけど、野球

でちょっと例えさせていただくんですけど、地区の少年野球もあって、まちでま

ず大会が開けて、中学校に行ったら、いろんな部活動があってという流れがあり

ました。しかし、人口減少、子どもたちの数が減っていくにつれて、そういうの

もなかなか難しくなっている現状、そして、スポーツをするとなったら、やはり

町外に出てせないけん状況も今現に起きているというところがちょっとなんかさ

みしいなというふうに思い、このたびこの質問をさせていただきました。 

  やはり子どもたちのためにスポーツを行うことによって、何か夢を押せれたら

なというところで、今回質問させていただきましたので、本当にスポーツを通し

て、まちづくりもできるんだよというところも、町長、頭の本当どこかに置いて

いただいて、子どもたちが本当ここで大谷翔平選手みたいな方が出たら、それだ

けでまちづくりにすごいなりますので、本当にスポーツでもまちづくりはできる

んだよというところを、しっかり胸に置いていただいて、あと１分ありますが、

もうなったので質問を終わります。お願いします。 

○議長（谷口雅人）  時間内で答弁を求めますか。 

○７番（谷口翔馬）  大丈夫です。 

○議長（谷口雅人）  以上で、谷口翔馬議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午後 １時２９分 

再 開 午後 １時３５分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、波多恵理子議員の質問を許します。 

  ８番、波多恵理子議員。 

○８番（波多恵理子）  議長の許可を得ましたので、通告に従い、一般質問を行

います。 

  今回は、ふるさと納税と疎開保険についてお尋ねします。 

  最初に、ふるさと納税についてです。 

  私が議員にならせていただいてからも何名かの議員が質問してまいりましたが、

私も、現在と今後の智頭町にとって重要なテーマと考え、任期最後の一般質問に
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選ばせていただきました。午前中、同僚議員の配慮をいただきましたが、私は違

う視点で質問を行いたいと思います。 

  本町においては、一般財源の確保が困難な状況にあり、今後も厳しい財政状況

が続くものと見込まれています。こうした中、ふるさと納税が今後さらに増加す

ることにより財源の確保ができ、商工振興や本町の魅力発信にもつながり、それ

により地域が活性化していくものと考えます。 

  ここで最初の質問です。 

  返礼品に、鳥取県共通のカニ、梨、肉などが加わり、納税額は増加傾向にあり

ますが、ふるさと納税の現状と課題認識について、町長の所見をお聞かせくださ

い。 

  以下は質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  波多議員の質問にお答えします。 

  ふるさと納税につきましては、議員ご指摘のとおりに、令和６年度から県共通

の品目であります３品目を加えたことによりまして、前年比約２．１倍というよ

うな寄附があったところであります。しかしながら、まだまだ寄附の増額に向け

努力が必要だというふうに認識しておりまして、課題として、返礼品、こういっ

たことが少ないこと、また高額の返礼品も少ないといったようなことが挙げられ

るというふうに考えているところでございます。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  答弁をいただきました。まだまだ努力が必要で、高額な

返礼品も少ない、返礼品の数も少ないとのお答えです。私も、そのように返礼品

マップなどを見させていただいて感じておりました。ふるさと納税は、地元の特

産品を全国に発信できる貴重なチャンスです。もっと多くの町内業者が参画でき

る仕組みを整えてはどうかと考えます。 

  ここからが質問です。 

  積極的に商品開発に取り組んでおられる観光協会と委託事業者との連携は既に

行われていると聞いていますが、商品開発のノウハウを持つ商工会とも連携し、

町内業者がふるさと納税の返礼品提供者に参画しやすい環境の整備を整えるなど

して、智頭の商品、特産品の開発の取組を行ってはどうかと考えますが、町長の

お考えをお聞かせください。 
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○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  町内業者の返礼品の提供や開発への参画については、国内

大手のサイト２社と協議を行いながら、事業者の新規参入に向け、個別に勧誘を

行っているところであります。 

  観光協会については、その協力により新規返礼品が増加しましたので、商工会

に限らず、百人委員会の中学生の提案、それから鉄道を活用した商品、それから

先ほどありました安道議員からの提案のあった米といったこと、こういったこと

など協力いただける団体との連携については、今後も働きかけといったことを行

いながら、商品、数量の増加に努めるとともに、今まで掲載していなかった大手

サイトへの掲載など、さらなるそういった増額確保のため、今後も様々な方法を

検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  商品を増やすために今後も様々な努力を行っていくとの

お答えでした。 

  以前の一般質問の答弁の中で、ふるさと納税業務を智頭町のような小さな自治

体が片手間で行うよりは、民間の柔軟なアイデアを生かして、ふるさと納税の返

礼品を企画することで、いろんな魅力向上を図って、魅力の発信を強化すること

ができるのではないかと町長はお答えになっていましたが、私は、お任せするこ

とでよいものが生まれるとは思いません。まず、このまちのトップである町長の

思いが一番大切であり、それが職員の方に伝わり、民間とチームを組み、よい成

果が生まれてくるものと思います。 

  ここからが質問です。 

  役場の関係課で構成するふるさと返礼品検討チームのような組織を再度立ち上

げ、いま一度、ふるさと納税の取組をさらに強化してはと考えますが、これにつ

いて町長はいかにお考えか、お答えください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  前回答えましたとおり、今のところ、そういった特別の課

を、組織をこしらえてやるということではなくて、午前中の米のときにも言いま

した、いわゆるどういうふうに作り手、それからそれの引取り手、そういったこ

ともみんな含めて考えなきゃいけないので、作ればいい、考えればいいというも

のじゃないんだと思います。誰かがそれを欲しいと思うもの、それから、欲しい
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と思うのを作る手、じゃあ作れるのかどうなのか、その作る人はいるのかいない

のか、作れる量はどんなものなのか、そういったことも考えていく必要があるん

だろうというふうに思っています。ですので、そういったことも含めて、ただ単

に単品だけのそれを考えるんじゃなくて、納税品、今のところ智頭町は１３０か

ら１４０の品目しかありませんけども、そういった全てのものも考えながら、返

礼品として新たなものを創設するということも必要ではないかと思います。ただ、

それをどういうふうに今役場の中で考えるというのは、私は違うんではないかと

いうふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  役場の中で考えるのでは違うのではないかというお答え

ではありましたが、ふるさと納税の強化、取組の強化は、今後の智頭町に、とて

も大切なものと考えますので、今後も検討していただけたらと考えます。 

  実際、私も商売をさせていただいていますが、一般質問に取り上げるまで、ふ

るさと納税制度がよく分らず、手続が難しそうで参入をためらっていました。同

じように考える事業者もおられると思います。返礼品に取り上げてもらうために、

オリジナル商品の開発や既存の商品のブラッシュアップなどを行う努力をするこ

とで、事業自体も活性化していくと思います。 

  智頭町のまちゼミは、商業・工業の業者が積極的に取り組んでおられ、かなり

の盛り上がりを見せています。まちゼミの内容も本当にそれぞれ工夫しておられ

ます。このエネルギーを持って、ふるさと納税に取り組んでくだされば、よい成

果が生まれるのではないかと思います。 

  ここからが質問です。 

  まちゼミ参加者を対象に、ふるさと納税の説明会などを行ってはと考えますが、

これについて、町長をいかがお考えでしょう。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  先ほどもお答えしたと思います。商工会に全ての人が入っ

ているからということは言いませんけども、商工会にもお話ししていますし、観

光協会にもお話ししています。そういったいろんな組織のトップの方とも相談し

ている中で、今の返礼品だというふうに思っています。ただ、新たにこれが返礼

品として参入される方があるのかとか、今作っているものを返礼品としてはどう

かとかいう、いろんな考え方があると思いますけども、じゃあ返礼品としてお願
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いねと言ったときに、１日何個作れるの、年間何個作れるのですかというような

こともあるんだろうと思います。ですので、その辺のところもこれまでずっと培

ってきたことがありますので、町内では、商工会、観光協会、そういったところ

を窓口にしていければなというふうに思っています。 

  町外では、さっき言ったような大手サイトのノウハウを持ったところとの契約

をしていますので、智頭町のそういった産業形式というものを全て把握しておら

れると思います。その中での返礼品の設定ということになっていますので、新た

にといったことはなかなか難しいのではないかなというふうな思いを持っていま

す。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  なかなか難しいとのお答えはいただきました。そして、

先ほど百人委員会という言葉もありましたが、現在、百人委員会の一般の部、特

産農業部会で生産されたルバーブジャムが返礼品として活用されていますが、ほ

かの部会、例えば、ぐるぐる循環部会が取り組んでいる堆肥や、それを使って育

てた野菜なども面白いと考えます。環境で選ばれるまちへという部会のビジョン

もストーリー性があり、まちのＰＲにもつながるのではと思います。 

  ここからが質問です。 

  支援拡充を含め、返礼品として加えるような働きかけを百人委員会の中の各部

会などに行ってはと考えますが、町長の所見をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  ぐるぐる循環部会というようなこともありましたけども、

これをまちがどうですかという話では本当はないんだろうと思います。そもそも、

先ほどもずっと言っていますけども、ぐるぐる循環部会が取り組んでいる堆肥に

ついては、今年度から商品化したいというような意気込みは、昨年度の報告のと

きにも聞かせてもらいました。ただ、じゃあ、この中で堆肥が何堆肥できるので

すか、それを幾らで売るのですかとか具体的な話はまだまだ何もできていないわ

けです。ですので、そういったことを誰が調整してもらえるのか、じゃあ、年間、

智頭町の野菜を作る方々が５００堆肥、６００堆肥欲しいとなったときにそれが

できるのですかというような話もあるんだろうと思います。ですので、そう簡単

に返礼品としてはとか、それでそれを智頭町以外の方が返礼品として欲するのか

どうか、需要と供給のバランスがあるのかどうか、こういうふうなところは、や



－９４－ 

っぱり調査なりなんなりをしてかからないと、どうですかと言われて、はい、そ

うしましょうという話にはなかなかならないんではないかなというふうに思いま

す。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  ぜひ調査をしていただいて、前向きに進んでいただけた

らと思います。百人委員会は、住民で身近で関心の高い課題を話し合い、行政に

提案し、実行する智頭町ならではの住民自治を行うための委員会です。併せて、

町内外にＰＲできるチャンスと考えますので、ぜひとも前向きに検討していただ

きたいと思います。 

  次も関連しての提案です。 

  本町の基幹産業である農業・林業に関する返礼品も多く見られますが、百人委

員会（智頭農林）の部で、生徒が加工製造した木工品やジャム、ピザソースやカ

レーなど、加工品、季節の野菜など、ちのりんショップで扱っている商品などを

返礼品に加えてはどうかと考えます。これは、返礼品の充実のみならず、町が取

り組む智頭農林高校魅力化や学校のＰＲにもつながると考えますが、町長の所見

をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  これについても先ほど申し上げましたとおり、需要と供給

のバランスというのが第一義に考えなきゃいけないんではないかというふうに思

います。そして、大きな数を作れということになったときには、生徒の負担とい

うのが出てきますので、その辺のところもやっぱり勘案しないと、ただ作ればい

い、作ってくださいとお願いすればいいという話にはならないんではないかとい

うふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  度々町長がおっしゃっている言葉の中に、数ができるの

か、生徒の負担はどうなのかということが入りますが、私の認識不足かもしれま

せんが、返礼品には数の制限であったり、時期の制限だったり、きちんとつけら

れるものと認識を私はしています。ですので、本当に何が目的かというところを

考えていただいて、それをクリアして、やっぱり智頭農林であったり、町が頑張

れる方向に向いていただけたらと考えます。 

  ピザソースやハックルベリージャムは、うちの店でも利用させていただいてい
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て、特にピザソースは、智頭農林さんの生徒たちが作ったとパンにラベルを貼る

ことで、お客様にも関心を持っていただきやすく、味もすこぶる好評で、藍染の

ハンカチや絹の加工品などとセットにすることによりＰＲにつながり、寄附金を

智頭農林高等学校の存続活性化に関する事業に特化して、魅力ある学校づくりを

推進してはと考えますが、これに関して、町長のご意見をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  何か勘違いされているようですけども、この町内で作った

ものを町内で消費することに対して、私は何か言っているわけではないんです。

返礼品としてと言われるので、返礼品として、例えば返礼品サイトの中で出しま

す。５０個限定といったときに、じゃあ５０個でずっと済ませるのですか。それ

は智頭町の特産品として大きな顔で出せるんですかというようなことがあるわけ

です。それはそれでいいよと言われれば、確かにそのとおりなんかも分かりませ

んけども、できる限り、欲しい方には皆さんに使っていただきたい、食べていた

だきたい、そういったものが返礼品としてすべきじゃないかなと。だからこそ、

米のときもそういった話をさせてもらったわけです。ですので、ただ使えばいい、

うちでは使っているよという話では、そもそもないんだというふうに思っていま

す。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  やはり町長としては、返礼品に対して、数が少ないと失

礼になるのではないかみたいに答弁されたと聞きました。今のところは、これ以

上申し上げませんが、現在、鳥取県教育委員会は、県立高校の魅力向上を急いで

おられます。少子化である上、私学が魅力アップを図られており、公立高校の在

り方を検討されています。私学が担っていない工業、農業、林業、水産などの専

門学校は、今後地域にとり、今まで以上に重要となってきます。県の支援を得や

すい今を好機と捉え、智頭農林とふるさと納税のマッチングをすることを期待し

て、関連した次の質問に移ります。 

  本町には、石谷家をはじめとする観光スポットや森林セラピーなど、魅力ある

体験も充実していますが、これらをまるっと体験できる智頭町体験ツアーをのり

りん事業を含め、各課連携して、返礼品として今までの見直しを行い、新たに造

成し、納税額のみならず、関係人口の増大を図ってはと考えますが、町長のご意

見をお聞かせください。 
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○議長（谷口雅人）  波多議員にちょっと申し上げます。 

  申告の趣旨から少しずれてきておりますので、ここの部分については、ちょっ

とここでは趣旨が違う部分があるかと思います。修正をして質問を続けていただ

ければ。 

  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  ちょっとすぐに修正できないので、答弁を求めずに、本

文を読ませていただきます。 

  先日、中国広州から２人の女性が来町され、うちの店にも寄ってくださいまし

た。お２人は大学で日本語を教えておられて、少し早めの夏休みを取られている

とのこと。なぜ智頭町にとお尋ねすると、杉神社が表紙になっている冊子を見せ

てくださり、タイトルに地方創生とありました。智頭に１泊され、杉神社にもガ

イドの方に連れていっていただいたと、とても感激しておられました。智頭はと

てもすてきなところと、ＳＮＳで拡散していますとおっしゃいました。広州は、

中国を代表する三大都市の一つで、大都会です。智頭の素朴さが気に入られたよ

うです。 

  現在、海外の富裕層の中では、洗練された観光地よりも、自然豊かな田舎の暮

らしが求められるようになってきたと聞きます。実際うちの店でも、昨年から今

年にかけて、韓国、中国、アメリカ、北欧、ヨーロッパからのお客様が目立つよ

うになりました。なので、インバウンドを意識した関係人口の創出とともに、そ

れを返礼品として考えてはどうかという質問を行いたいと思っての質問でした。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  そういったものも含めた、実際インバウンドの方々をどう

するか、こうするかということじゃなくて、智頭町全体としての関係人口の拡大

という視点に置けば、そういったパックといいますか、そういった体験ツアーを

返礼で造成できればいいんではないかなというふうに思います。この辺は、そこ

をまとめるといいますか、そういったことができる観光協会であるとか、因幡街

道ふるさと振興財団、こういったことに対して働きかけたりなんなりをしていき

たいというふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  答弁をいただきました。理解してくださり、ありがたく

思います。 
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  子どもの頃の遊び場だった杉神社が中国で本の表紙になっていることに驚くと

ともに、智頭町のあるがままの姿や、人を取り込む取組を上手にＰＲできれば、

県外、国外にある一定のお客様を呼び込むことができるのではと感じています。

インバウンドの上手な取組は、今後、智頭の関係人口の創設のため、すごく可能

性を秘めていると考えます。 

  政府は、６月３日地方創生２．０の基本構想案を公表し、人口・生産年齢人口

が減少するという事態を正面から受け止め、人口規模が縮小しても経済成長し、

社会を機能させる適応策を講じると明記しました。居住人口が減っても地域経済

が成長するまちをつくる、これからの地方創生の難しいテーマとなります。 

  これに関連し、午前中の一般質問の中で、予算や公共事業の規模を縮小するス

マートシュリンクや本町のＤＸ化の必要性を語られていました。加えて、人口が

減ってもやっていけるまちをつくるためには、定住しなくても地域と関わる関係

人口の増大も重要な鍵になると言われています。 

  ふるさと納税は、関係人口創出の大きなツールであり、そして、ふるさと納税

は誰でも知っているが、利用したことのある人はまだまだ少ないとの調査結果も

あります。ふるさと納税をすることに煩わしさや面倒くささを感じている方が多

いのも事実です。今後、少しでもふるさと納税が利用者にとって分かりやすくな

っていけば、ふるさと納税はまだまだ大きな可能性があるということになります。

智頭町としても、今後も積極的に取り組んでいっていただきたいと思います。 

  次に、大きなテーマの２つ目の質問に入ります。 

  疎開保険についてです。 

  関係人口と関係していますが、事業開始から１０年以上が経過する疎開保険で

すが、現在１７５名の加入者があり、コロナ禍において減少したものの、一定の

加入者を確保しています。しかしながら、実際の本町への疎開実績はないと認識

しています。 

  ここからが質問です。 

  関東と関西で９割以上を占める加入者が同時に疎開してこられる可能性は低い

かもしれませんが、万が一を想定した現段階での受入れ体制のシミュレーション

も必要ではないかと考えます。民泊家庭の状況把握も含め、現在の状況について

の町長の所見をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 
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○町長（金兒英夫）  平成２３年３月に発生した東日本大震災、その光景は今で

も記憶に残っておりますけれども、我がまちの疎開保険は、その翌月４月に取組

が開始された事業で、その翌年には、最大加入数３８２人を記録し、その後は減

少傾向にありましたが、コロナ禍が明けると回復の兆しを見せ、最近の数字は、

これはまた先月末のデータになりますけども、９０口、１８１名の方の参加があ

ります。 

  さて、波多議員からは、この制度を活用し、本町へ疎開してこられる方がいら

っしゃった場合のということであります。シミュレーションが必要ではないかと

の質問ですけども、これは、これまで実際に受入れ実績がないことへの心配であ

ろうかとは思いますけども、確かに被災されての疎開実績はありませんけども、

コロナ禍を除いては、毎年、疎開体験ツアーを実施しておりまして、加入者の一

部が対象になりますけども、期間は短いものの、本町での生活を体験していただ

いているところであります。 

  また、受入れ側でありますけども、これは民泊家庭が中心になりますけども、

このツアーによって、疎開を意識した受入れに協力いただいているところであり

ます。今後そうしたことがないことを願うところでありますけども、大規模な受

入れが発生した際でも、近隣自治体の宿泊施設も含め対応することとなっている

ために、規模的に問題はないのではないかというふうに考えております。 

  しかしながら、いかなる場合でも状況に応じた対応をしていただけるよう、定

期的に加入者の人数や居住エリアなどの情報提供も行っていきたいというふうに

考えております。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  答弁をいただきました。もちろん１７５名の方が全員来

られるわけではないと思いますが、それについての対応、民泊家庭の見直しであ

ったり、定期的に行っていくということで安心いたしました。 

  先ほどの町長の答弁にありました疎開体験ツアーは、昨年度もキャンセル待ち

が出るほど盛況であると聞いており、今後、定住の拡充や受入れを拡大してはと

考えますが、町長の所見をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  昨年度も１０名の定員に対しまして、５６人の申込みがあ

った体験ツアーでありますけども、この内容はと言いますと、疎開の体験という
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よりは、智頭町の魅力体験といった内容になっていることから、被災者の受入れ

をより意識したメニューも取り入れていくべきだろうというふうに考えていると

ころであります。 

  そのツアーの定員拡充、受入れ規模を拡大してという提案でありますけども、

本事業に係る経費の財源確保の観点から、さらなる拡充というのは厳しいものと

いうふうに考えております。 

  なお、加入者が本町を訪れた際に活用していただける料金割引や、実際に疎開

してこられなかった方には特産品を送付するなどの特典については、これまでど

おり継続して行うこととしております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  拡充予算は財政的に厳しいとの答弁だと思います。東京

直下型地震は、今後３０年以内に７０％の確率で発生すると予測され、南海トラ

フ地震は、２０３０年から２０４０年の間に発生する可能性が高いと予測されて

います。それぞれの直近の被害想定の更新で、再度検討される方が出てくる可能

性もあるかと思います。疎開保険の加入者の９割が関東・関西の方ということな

ので、関東・関西の鳥取県事務所などに疎開保険のＰＲをさらに行っていただく

よう働きかけるなどして、加入者の増加を図り、体験ツアーの費用を増やす努力

を行ってはどうかと考えますが、町長の所見をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  都市部へのＰＲを積極的にという話ではありますけども、

このたび、新橋にありますアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」にも

パンフレットを置いていただくこととなっております。そして、引き続き都市部

で開催されます観光や移住定住のイベントにも、ずっとＰＲしていっております

ので、その辺のところは十分されているんではないかなというふうに理解してお

ります。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  新橋のアンテナショップを含め、十分にＰＲをなさって

いるというお答えでした。 

  ６月１日の地方新聞で、関係人口１，０００万人創出、今後１０年政府構想案

という文字を目にしました。関係人口を増やす動きを中央政府も行っていくとい
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うことだったと思います。今後、中央政府の動向に期待しながら、智頭町独自の

取組により、ふるさと納税、疎開保険の加入者が増加することを期待して、随分

早いですけれど、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（谷口雅人）  以上で、波多恵理子議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午後 ２時０８分 

再 開 午後 ２時２０分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、仲井茎議員の質問を許します。 

  ２番、仲井茎議員。 

○２番（仲井 茎）  議長の許可を得ましたので、通告に従って、順次質問させ

ていただきます。本日最後の質問者であり、今期最後の一般質問となります。傍

聴の方、最後まで長時間傍聴していただきありがとうございます。もうしばらく

お耳の方をお貸しください。 

  今までの議員活動を通して、たくさんのことを学ばせていただきました。今ま

で知らなかった智頭町のことや、議員という立場を通して、たくさんの方とお話

しする機会もいただきました。私も、この９月で移住してから丸１１年になりま

すが、全く違った環境での生活は、生活習慣だけでなく、今まで培ってきた価値

観とのギャップに戸惑うことが多々ありました。年数がたち、今ではかなり柔軟

に対応することができるようになったと自分では思っているところです。そのよ

うな中でも、私がこのまちに住み続けていくには、ここは変わっていってほしい

というところが、議員活動を通して明確に見えてきました。 

  今までの一般質問を振り返ると、全部で１６回の定例会中、４回、私は一般質

問お休みしまして、１２回の質問をさせていただきました。一番多く質問してき

たのが、不登校児童をはじめとする子どもの学びの場や権利に関することを７回、

その次に多かったのが、男女共同参画についてでした。 

  不登校問題に関しては、このたびも質問させていただくので８回目となります。

このことについては、私自身が大変苦労してきた経験があったからこそ、同じよ

うなつらい思いをしないよう、智頭町では、子ども一人一人に寄り添い、対応し

てほしいとの思いで、毎年しつこく質問させていただいているところです。 

  子どもが学校に行けなくなったとき、特に母親はどうしたらいいのか半ばパニ
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ック状態になります。仕事をしていたらなおさらのこと。低学年の子どもであれ

ば、仕事を辞めないといけなくなります。もちろん収入が減り、そして、自分の

せいではないかと精神的プレッシャーも重なります。日本には、子育て罰という

言葉があるように、子どもに何かあったとき、母親だけに過剰に負担がかかると

いったようなことも少子化の一つの要因だと私は思っています。子育てや家族の

ことで困ったときに、さっと支援につながることができ、少しでも負担が減るよ

うな制度は必須だと思っています。ヤングケアラーにしてもしかりです。 

  ２番目に多く質問させていただいたのが男女共同参画です。 

  ２０２５年都道府県版ジェンダー・ギャップ指数によると、鳥取県は、行政分

野で４年連続全国１位、経済分野では２位、教育分野で５位と高い評価になって

います。智頭町では、経済、教育分野では数値化されていないので分かりかねま

すが、行政分野における女性の割合は、目標値に達していると認識しており、性

別にかかわらず活躍できる環境を整備し、多様性を尊重していることがうかがえ

ます。 

  しかし、ジェンダー・ギャップ指数４分野の中で、政治分野に限っては２２位

と格差解消が立ち遅れています。智頭町議会でも、女性の割合は１６．６％と低

い状態であります。女性の政治家が増えない要因として、議員と家事の両立が難

しい、家族の理解が得られないなど、政治は男性、家事は女性という固定概念が

あり、政治は男性という意識の払拭が必須であると考えられています。 

  現在、鳥取県で進めているアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込みや無

意識の偏見）、このアンコンシャス・バイアス解消に向けた県民運動は、男女の

意識の払拭に効果があるということを、先日、日本海新聞で目にしました。今後、

ぜひ智頭町でも進めていっていただきたいと思っています。 

  前振りが長くなってしまいましたが、今期一般質問に力を入れてきたこの２つ

の取組を進めていただきたいと思い、最後の一般質問とさせていただきました。 

  それでは、１つ目の質問に入りたいと思います。 

  １点目の質問、住民主体のまちづくりについてです。 

  まちの政策を行っていくには、まずは現状を把握することが必要だと私は考え

ています。そして、まちづくりの主役は町民です。先日、まちづくりアンケート

調査を行うということで、私も早速アンケートを読ませていただきました。そう

いったアンケートの結果を基に、町民と問題意識を共有するということが、町民
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主体のまちづくりの第一歩になると考えていますが、その点について、町長のお

考えをお聞かせください。 

  以下は、質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  仲井議員の質問にお答えします。 

  町民と問題意識を共有することだというふうな質問でありますけども、同じよ

うな質問を昨年の今頃にも同じ質問をいただきましたので、結果的に同じ回答と

なりますが、議員のおっしゃるとおりに、いわゆる今の住民の状態を調査する、

住民満足度を知るというようなことについて、やっぱり町民の問題意識を共有す

ることになるんだろうというふうに思います。 

  本町では、あらゆる分野で様々な施策を展開しておりまして、個々の事業計画

策定やワークショップ開催時にアンケート等を実施することが多くあります。そ

ういった機会に、その都度、その施策に合わせた意見を伺っているところですの

で、改めて、やっぱり何ていいますか、アンケート等々することではないのかな

というふうに思います。 

  実際、昨日の補正等々の中にも、ご説明の中で、立地適正化計画の中にアンケ

ートを行うんだよと。住民のそういった状況を知らせてもらうためにアンケート

を行うんだということを担当課長も説明しましたので、それぞれのときにしてい

くのが一番いいのかな。それだけをするということじゃなくて、いろんな面です

るのがいいのかなというふうに思っています。 

  そして、午前中一般質問の中でも言いました総合計画等々の中でも、やっぱり

ワークショップを行うときには、そういったこともついて回ってくるんではない

かなというふうに思いますので、そういったことをやっぱり重ねていって、住民

の方々の考え方を知らせてもらうということをこれからもやっていきたいという

ふうに考えます。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  答弁をいただきました。都度都度アンケートを取っており、

町民の意識は把握しているというような、おおむねそういった内容の答弁だった

かと思います。 

  私が実際議員になって３年目から、広聴委員会で議会だよりのモニターの方の

意見の集約を行ってきましたが、年々、行政に関しての質問が多くなってきてい
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ることを感じております。町民は情報を欲しているんだなと思っているところで

す。これも、私、何度か聞いておりますが、集落に出向いて、座談会とか、ある

いは議会でこのたび初めて行ったんですけれども、ワールドカフェ方式といった

ような、グループに分かれて意見交換会をするということを行いました。住民が

主体のまちづくりをするためには、そういった情報交換の場は必要だと私は思っ

ております。かつ、智頭町にはたくさんいい支援とか施策があるにもかかわらず、

知らないという方が多いなということも、私は智頭町の問題点の一つと考えてお

ります。こういった座談会とか、行政版の座談会みたいなことは行っていくかど

うかについての町長の考えをお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  そういった部分については、それぞれの地区の中で要望が

あれば、出向かせてもらいますよということは言っておりますので、もしそうい

ったことがありましたら、どんどんそういった日程等のこともありますけども、

申し出てもらえればというふうに思います。 

  数は少ないですけども、地域のミニデイ等で、来て話をしてくれというような

ことがありましたんで、そういったことがありましたら、またお知らせをお願い

したいというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  前向きな答弁をいただいたと思います。町民のほうからお

声がかかれば、町長はいつでも出向くよといった答弁だったと思います。そうい

ったことも、町民の方はまだまだ知らないのかなと思っているところであります

ので、そういった情報も周知していっていただきたいなと思います。 

  では、次の質問に移ります。 

  第５次男女共同参画プランの策定に向けて、アンケートをどのように活用して

いくかについてです。 

  今年の２月から３月にかけてアンケートを実施したところかと思います。１２

年ぶりのアンケートだったと思います。そのような１２年前との結果を比較して、

これもまたちょっと情報の共有の話になるんですけれども、町民と情報共有を行

うために、そういった場を設けることは必要なんじゃないかなと思いますが、町

長の見解をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 
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○町長（金兒英夫）  第５次の男女共同参画プランの策定に向けてのアンケート、

先ほど言いましたように、２月２１日からひと月間で対象者６００人で行いまし

た。そのうち、２１４人から回答をいただいたところであります。 

  内容につきましては、男女平等について、それから、家庭、地域、職場、防災

の場面でどのように感じているかとか、男女共同参画社会を実現するために力を

入れていくべきことは何か、こういったことをもろもろお尋ねをしております。 

  対象者は、各世代男女５０名ずつとしておりまして、世代によって回答状況が

多少の偏りがありますけども、このアンケートの回答内容が現在のこの智頭町の

男女共同参画の意識の全体像であるというふうに考えております。 

  現在、このアンケートの分析を行っているところでありまして、ある程度の分

析が終わりましたら、それを基にして、共同参画社会を実現していくためのプラ

ン、大きなざっとしたプランをつくってから審議会にかけ、その中で、これは、

あれはというようなことで、その結果、また智頭町のきちんとした参画プランに

なっていくという流れになると思います。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  アンケートについて、ただいま分析中で、結果が出た後に

審議会を経て、どういったプランを取っていくかというような答弁だったかと思

います。ぜひとも、その中に町民との共有する場を設けていただくようなプラン

を入れていただければなと思います。 

  ちょうど６月２４日に男女共同参画の人権研修の案内をいただきました。この

たびの講師のとっとり災害支援連絡協議会代表佐藤淳子さん。私も日本海新聞で

度々目にすることがあって、すてきな方だなと思っておりましたので、大変楽し

みにしております。せっかくこういったいい研修があるので、町民の方に広く周

知して、たくさんの方に聞いていただけたらいいなと思っているところです。 

  一つちょっと思いついた提案なんですけれども、せっかくすばらしい講演会に

なると思うんですけれども、用事があって来られない方とかもおられると思いま

す。ちょっと録画をして、後で見られるような、そういったようなことはできな

いものかと思っているんですけれども、町長の見解をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  私の判断で録画できるかできないかはちょっと諮りかねま

すので、答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思います。やっぱり主
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催者の方々、それから講演される本人、そういった方々の意見というのが大事で

はないかなと思います。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  確かにそうだと思いますが、そういったせっかくの機会で

すので、後で見られるようになったらいいなと思いますので、そういったことが

できるようであれば、取り組んでいただけたら、男女共同参画に関して、町民の

方も関心を持っていただけるんじゃないかなと思っております。 

  では、次の質問に移りたいと思います。 

  ２つ目の質問の誰一人取り残さない学びの場についてです。 

  こちらの質問は、実は令和６年度にはちょっと一度も質問しておりませんでし

たので、今期最後ですので、子どもたちの様子を確認させていただきたいと思い、

質問させていただきます。 

  現在の本町における小中学校の不登校児童の現状と、実際取っておられる対策

のほうをお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  では、お答えします。 

  まず、現状ということですが、不登校児童生徒数は、昨年度の今頃と比較して

大きく減少しております。対策としては、これまでと変わらず、不登校児童生徒

に対しては、個に応じて寄り添って、それから共感的な理解と受容の姿勢で支援

をしていく所存です。 

  また、新たな不登校児童生徒を生まないよう未然防止の視点を持ち、学校運営

を行っているところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  昨年と比べて大幅に減っているということを聞き、少し安

心しました。私も、事前に小中学校の校長先生とお話を伺ってきました。小学校

の先生は赴任されたばかりで、ちょっとあまり認識されてないような感じでした

けども、不登校児童は現在減ってきているというようなこともおっしゃっており

ました。中学校の先生も同じような答弁でした。 

  新たにフリースクールに通う子が増えたということをお伺いしたんですけれど

も、私が一番心配していることは、学校に行けなくなって、家庭以外に社会との
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つながりがなくなってしまうということを一番危惧しております。今、教育長の

お話を伺った限りでは、どの子も何らかの支援につながっているという認識でよ

ろしいでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  今おっしゃるとおりで、社会と、それからいろんな人と

関わることを大事にしていく、そして、それが子どもたちのこれからのキャリア

形成にもなっていくと思いますので、そのように、できるだけ地域、それからい

ろんな方と出会ってということを取り組んでいるところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  引き続き丁寧な対応をお願いしたいと思います。 

  次の質問に移りたいと思います。 

  ２番目の検査のことです。 

  令和４年３月の一般質問で同様の質問をした際、前教育長より、いじめや不登

校傾向の早期発見、未然予防に向けて、学校生活における児童生徒の意欲や満足

感及び学級集団の状態を認識する「ｈｙｐｅｒ－ＱＵ」のアンケートを年に２回

行っており、その結果から、自己肯定感がアップしている様子がうかがえるとの

答弁をいただきました。 

  校長先生に話を聞いたところ、現在では検査の名前が変わって、ｉ－ｃｈｅｃ

ｋ ＣＢＴを使っているということをお伺いしました。以前の検査はすごく時間

がかかってしまうので、こちらの検査だったら、すぐに結果が出るということで、

名前が変わっているんだよということをお伺いしました。 

  答弁書には、昔の検査のままで出してしまい、確認不足で申し訳ございません

でした。改めて、検査の名前を変更しまして、毎年２回行っているｉ－ｃｈｅｃ

ｋ ＣＢＴの結果から見えてくる現在の児童の様子をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  先ほど「ｈｙｐｅｒ－ＱＵ」の話をされましたが、今は

ｉ－ｃｈｅｃｋということで、これ名前が変わっているんではなくて、調査その

ものが違います。まず、このＱＵというのは、まず学級全体を把握して、よりよ

い学校生活・学級生活を行うというために、個別にいろいろ学校生活における児

童生徒の意欲とか満足度とか、そういうものを全部把握して、学級の質を上げて



－１０７－ 

いこうというのが大きな目的の検査です。 

  それから、ｉ－ｃｈｅｃｋというのは、個々の生徒の困り感とか、そういうの

を把握して、個々の生徒の対応、支援をするということを大きな目的にしている

心理テストでして、ですから、どちらかというと、より子どもたち一人一人に寄

り添った心理テストというふうなことで変更していると。 

  それからもう一つ、このｉ－ｃｈｅｃｋを出している業者ですね。そこと同じ

業者側の学力テストも出しておりまして、学力との相関とか、そういうものも若

干見えるようになっているというようなことも聞いておりますので、そういうこ

とですので、名前だけの問題ではないということを、まず初めにお話ししておき

ます。 

  それで、そのｉ－ｃｈｅｃｋということですけれど、ｉ－ｃｈｅｃｋは、まず

自己認識、それから社会性、それから学級環境、それから生活・学習習慣の大き

な４つのカテゴリーで構成しておりまして、それをこのｉ－ｃｈｅｃｋでは、学

級の様子も、先ほど個に応じると言いましたけど、学級の様子も分るわけです。

レーダーチャートみたいなんで、それで見て、その広がり方で、学級の状況、そ

ういうのも確認できるようになっております。 

  また、分散図というのも出ておりまして、児童生徒の分布の状況であるとか、

支援が必要な子供を視覚的に把握できたりという、そういうこともあります。そ

して、個人の結果では、クラスの気になる子どものカテゴリーの結果とか質問と

か、そういうようなことも個別に分析できるようになっておりますので、大体、

実施期間は６月と１１月を予定をしているところです。 

  現在の状況ということですけれど、今年度の状況はまだ調査しておりませんの

で、お答えできませんが、昨年度のことによりますと、大まかな状況としては、

小学校の多くの学年で、いわゆるいろんな項目で全国平均を上回っております。

つまり良好な状態だというふうなことです。そして、特に上がっているのが、学

級の絆というところとか、それから学習習慣、ここがよかったということです。 

  それから中学校でも、ほとんどの項目で全国平均を上回っている状況です。大

きく上回っている項目は、先ほども言いました学級の絆、それからいじめのサイ

ン、これいじめのサインが多いんじゃなしに、逆のほうです。そういういじめが

ない方向、それから対人ストレスがないということが大きく上回っているという

ふうに聞いています。 
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  最近ちょっと下回っている項目がありまして、これは生活習慣なんです。小中

学校ともに、家庭の過ごし方に課題が見られるというふうに思っております。ま

た小学校では、家庭の支えも全国平均より若干低いというような傾向もちょっと

見られると。そういうのもちょっとあるようです。とにかく、全ての子どもたち

の権利保障のために、注意深く事態を把握しながら取り組んでいきたいなという

ふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  ｈｙｐｅｒ－ＱＵ検査とｉ－ｃｈｅｃｋ ＣＢＴと検査の

違いの認識、校長先生は早くなったんだよとしか教えてくださらなかったので、

詳しく教えていただきありがとうございました。 

  小中もいい傾向であるという認識でいいのかなと思います。ただ気がかりは、

家庭の支えが低いというのは、小中合わせてのことでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。家庭の支えというのは、これは小学校で

ということです。すみません。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  校長先生からちょっと伝言を預かりまして、不登校の原因

の一つとして、ゲームとか何ていうんですか、そういうの。総称を忘れました。

そういったことに没頭しまして、昼夜逆転になってしまって、生活リズムが乱れ

て、行けない子が一定数いるということで、これはちょっと親子間だけではどう

しようもないので、何かまちとして、全体として取り組んでほしいということを

おっしゃっていました。これは質問にないんですけれども、お伝えさせていただ

いて、教育長の何か見解がありましたら、お聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  この不登校の原因というのは様々なんです。ただし、こ

の不登校の子どもたちを支援するようなところがよく言われるのは、生活リズム

を整えましょうということはよく言われていることです。ただ単にそれだけでは

ないということを私は思っていますけれど、やっぱり生活リズムというのは、不

登校の子どもたちに限らず、どの子にとっても大事なことだというふうに考えて
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おります。 

  それで、この原因というのが、どこに原因を持っていくかというと、そのとき

に、不登校の子どもたちに何でだと聞いても、分らないんです。そこできちんと

言える子は不登校になりません。ですから、やっぱりそこのどこにあるのかとい

うのは、後から考えるとこうだったかもしれないというようなことを言っている

子どもたちが多いですので、まず、そこで原因が何であろうとも、子どもたちが

居場所をしっかり持って、自分が安心しておれる場所をつくっていくということ

が大事かというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  すみません。ゲームに関しては、突然の質問だったので、

お伝えするだけにとどめておきます。 

  本当に教育長がおっしゃるとおり、不登校の子どもに原因を追及するのはよく

ないと言われておりますので、そういった対応を常に認識しておられるというこ

とで、一つ安心材料になりました。 

  次の質問に移りたいと思います。 

  これも令和４年度からなんですけど、新たな制度として、元気とどけるサポー

ターというものが設置されているかと思います。これは、自己肯定感が満足群に

属していない子どもやご家族の方を対象として、子どもの気になるところより、

むしろ子どもが努力している姿を保護者に伝えたり、時には保護者を励ましたり、

親の背中を押すことで、これは子どもというより、保護者の自己肯定感を高める

ために置いているということを伺いました。親が自己肯定感を持つことで、さら

に子どもにもいい影響が生まれるのではないかということを期待してということ

を伺っております。現在３年目の制度になると思いますが、現状と、もし課題な

どがあるようでしたら、お聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  先ほど議員がおっしゃったとおり、その目的で取り組ん

でいるところです。特に保護者さんに対して、子育ての悩みに寄り添ったり、そ

れから、学校に来れていない子どもさんたちの家庭に配布物を届けながら、いろ

いろ会話をしながらというようなことでやっているところです。 

  それから、この元気とどけるサポーターさんには、支援を行う一人として、学



－１１０－ 

校側の開催する校内支援会議で子どもたちの様子をみんなが共通認識して、どの

ように支援していくかというような会議があるんですけど、そういうものにも参

加していただきながら、子どもの実態を共有しているところです。 

  そしてただ、この子育ての価値観が随分多様化しておりまして、悩みも複雑で

多岐にわたっております。そして背景も様々で、その全てに寄り添って、全ての

課題に解消に向かうということがなかなか難しい状況にありますけれど、しっか

り保護者さんと伴走しながら、担当者は一生懸命知識や技能を身につけて、そし

て専門性を高めることというのは大事だというふうに思っておりますので、その

ようにしていただいていると思います。 

  それからあと、サポーターの活動についてあんまり知られていないかもしれま

せんので、その辺も周知していくことが大事かなというふうに、改めて今思って

いるところです。 

  ただ、この元気とどけるサポーターだけでなくて、学校には、子どもや家庭を

支援する関係機関や専門委員がたくさんおりますので、引き続き連携を深めなが

ら、お互いに情報交換だけではなしに、学び合うということも大事にしながら取

り組んでいるというような状況です。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  私も校長先生に話を聞き、智頭町に新しく来られた校長先

生が、自分は今まで知らなかった支援がたくさんあるので覚えるのが大変だとい

うことをおっしゃられていたぐらい、たくさんの支援があることが分かりました。

認識させていただきました。 

  次に、最後の質問になります。 

  やず教育センターみどりヶ丘教室、すまいる、学校との連携をどのように行っ

ているのか、どのような支援を行っているのかお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。まず、みどりヶ丘教室というのがありま

して、それは教育委員会には月１回の定例会を持っております。それから、すま

いると教育委員会は２か月に１回定例会を持っております。そこで、該当の児童

生徒の情報を共有して、それから各学校には、校内支援委員会を校内で開催する

ときには、すまいるや、みどりヶ丘教室にも声をかけて、参加していただいてい
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るということで、毎月、それから毎月の出席状況、みどりヶ丘とかすまいるの出

席状況について、各施設から書面で報告をいただいているというところです。 

  それからまた、みどりヶ丘教室の学期の始めと終わりには、教育委員会の職員、

それから各学校の校長が出席して、挨拶だけではなく情報交換とか、今後のこと

についても話し合っているところです。 

  それからなお、各施設を利用する際には最初のタイミングがあります。最初の

タイミングで、児童生徒の実態や背景を互いに共有して、個別にどのような支援

が必要かアセスメントを行ったりして、共通認識の下、児童生徒の支援をしてい

る状況です。 

  このように、児童生徒の状況に応じては、ＳＳＷ、それからＳＣ、それから早

期支援コーディネーター、福祉課などとつながりながら、適宜必要に応じて、電

話連絡をしたり、会を開いたりしながら連携を行っているということです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  教育長がおっしゃられたように、支援を受けている子ども

は、それぞれいろんな場所に行っているので、情報の共通認識ができているのか

ということが心配で、今の質問をさせていただきました。みどりヶ丘であれば、

月１教育課と、すまいるであれば、月に２回教育課と。学校で行うときは、その

３つの場所で情報の共有をするということですか。それか出席日数だけの確認、

３か所のそれぞれの担当の方が一緒に話し合う場所があるのかということをちょ

っとお伺いしたかったんですけども、現状をお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  欠席・出席日数だけではなくて、状況をしっかり把握し

ながら、情報交換をしながら共通認識をして、そして、支援をしているというと

ころです。 

  それから、先ほど言われた、学校、例えば小学校で支援委員会をすると、そこ

の関係者がみんなが寄って、そこで子どもたちの状況も話し合っているというこ

とです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  仲井議員。 

○２番（仲井 茎）  しっかりと一人の子どもに対して共通認識は持てていると
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認識させていただきました。 

  学校に行けなくなった子どもを持つ親御さんは、結構神経が高ぶっていて、各

施設で対応が違ったりすると混乱してしまうことが多々あるんですね。そういっ

た情報の共有を可能な限りしていただき、子どもの状態に寄り添った対応をお願

いしたいと思います。 

  教育のことだけに限らず、安心して子どもを育てられる環境、また、若い女性

が安心して暮らせる環境は、人口減少対策の中で大切なことだと私は常々考えて

おります。ぜひとも本日の一般質問で訴えさせていただいた切実な思いを智頭町

の政策にも取り入れていただきたいということを申し上げて、今期最後の一般質

問を終わりたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  以上で、仲井茎議員の質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

  本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

散 会 午後 ２時５８分 
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